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と
を
受
入
国
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
本
稿
の
目
的

何
人
も
、
ど
の
国
の
国
民
と
し
て
生
ま
れ
る
か
は
選
べ
な
い
。
あ
る
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
に
と
っ
て
は
与
件
で
あ

り
、
運
命
で
あ
る
。
ど
の
国
で
生
ま
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
話
す
言
葉
も
、
文
化
や
習
慣
、
伝
統
も
、
さ
ら
に
は
肌
の
色
も
異
な
っ
て
く
る
。

国
に
よ
っ
て
大
き
く
違
う
経
済
力
は
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
生
活
水
準
に
大
き
な
違
い
を
も
た
ら
し
、
豊
か
さ
を
享
受
す
る
国
民
も
い

れ
ば
、
飢
餓
に
苦
し
む
国
民
も
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
テ
ロ
の
標
的
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
二

0
二
0

年
に
は
、
世
界
中
に
流
行
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
を
防
ぐ
た
め
国
境
を
閉
鎖
し
た
国
が
相
次
い
だ
が
、
閉
鎖
の
メ
ル
ク
マ

ー

ル
は
国
民
か
ど
う
か
で
あ
り
、
閉
鎖
さ
れ
た
国
内
で
多
く
の
死
者
が
出
た
国
が
あ
る

一
方
、
死
者
が
少
な
く
て
済
ん
だ
国
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
あ
る
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
々
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
影
響
を
受
け
、
そ
れ
が
生
死
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
運
命
を
変
え
る
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
が
婦
化

(naturalization)

で
あ
る
。
帰
化
と
は
、
個

人
の
意
思
に
よ
っ
て
ほ
か
の
国
の
国
籍
を
取
得
し
、
そ
の
国
の
国
民
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
出
生
と
と
も
に
与
え
ら
れ

た
国
籍
を
変
更
し
、
希
望
し
た
国
の
国
民
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
帰
化
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
を
国
民
に
す
る
こ

ど
の
よ
う
な
者
に
帰
化
を
認
め
る
の
か
、
す
な
わ
ち
帰
化
要
件
の
内
容
を
ど
う
定
め
る
の
か
は
、
も

っ
ば
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
判
断
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帰
化
要
件
を
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
定
め
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
法
律
で
詳
細
に

帰
化
要
件
を
定
め
て
い
る
国
が
あ
る
一
方
、

は
じ
め
に

日
本
の
よ
う
に
帰
化
要
件
の
詳
細
を
明
示
せ
ず
国
家
の
大
幅
な
裁
量
に
委
ね
て
い
る
国
も
あ
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アメ リカ合衆国の移民政策と同化主義 (3) 

制
度
、
憲
法
的
秩
序
等
を
受
け
入
れ
る

る
。
前
者
の
場
合
、
詳
細
か
つ
具
体
的
な
帰
化
要
件
は
、
そ
の
国
の
国
民
と
な
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
国
が
求
め
る
国
民
の
姿
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
家
を
国
民
の
総
体
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
国
の
姿
を
表
し
た
も
の
と
み

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
外
国
人
受
入
政
策
の
あ
り
方
と
し
て
、
同
化
主
義

(ass1milatiom
sm
)

と
多
文
化
主
義

(multi,culturalism
)

を
対
比
さ
せ
、
前
者
の
代
表
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
、
後
者
の
代
表
例
と
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
及
び

(l
)（

2
)
 

特
質
等
を
論
じ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
く
同
化
主
義
の
立
場
に
立
つ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
取
り
上
げ
、
そ
の
帰
化
政
策

な
お
、
本
稿
で
は
、
「
移
民
」
を

「他
の
国
か
ら
あ
る
国

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
に
移
り
住
む
こ
と
、
又
は
移
り
住
む
者

（移
入
民
）
」

(3
)
 

と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

こ
こ
で
、
同
化

(ass1milat1on
)
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
同
化
と
は
、

(4
)
 

を
感
化
し
て
同
じ
に
さ
せ
る
こ
と
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
あ
る
国

（出
身
国
）
か
ら
他
の
国

（受
入
国
）

た
者
（
受
入
国
に
と

っ
て
は
外
国
人
）
に
つ
い
て
、
出
身
国
の
文
化
、
価
値
観
等
を
放
棄
し
（
さ
せ
）
、
受
入
国
の
文
化
、
価
値
観
、
社
会

（さ
せ
る
）
こ
と
」
と
定
義
し
て
お
く
。

(5
)
 

こ
こ
で
、
社
会
学
の
立
場
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
同
化
に
つ
い
て
論
じ
た
ミ
ル
ト
ン

•
M
・
ゴ
ー
ド
ン
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

ゴ
ー
ド
ン
は
、
同
化
の
意
味
を
、

①
文
化
的
形
態
の
受
入
社
会
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
「
文
化
的
又
は
行
動
上
の
同
化

(cultural
or 

b
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 assimilation
)
 (
以
下
単
に
「
文
化
的
同
化
」
と
い
う
。）
」
（文
化
的
変
容

(acculturation
)
と
も
い
う
。
）‘

②
家
族
、
近
隣

2
)
同
化
の
意
味

及
び
そ
の
前
提
と
な
る
移
民
政
策
の
概
要
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
と
移
住
し

一
般
に
は
、
「
異
な
る
性
質

・
態
度
・
思
想
な
ど
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レ
ベ
ル
で
の
受
入
社
会
の
仲
間
、
組
織
、
制
度
へ
の
大
規
模
な
加
入
を
意
味
す
る

「
構
造
的
同
化

(s
tructural
assimilation)
」、

③
大
規

模
な
異
民
族
婚

(intermarriage)
を
意
味
す
る
「
結
婚
の
同
化

(marital
assimilation)
」
（
混
血

(
a
m
a
l
g
a
m
a
t
i
o
n
)
と
も
い
う
。）
、

④
受
入
社
会
の
み
に
基
づ
い
た
民
族
の
感
覚
の
発
達
を
意
味
す
る

「
ア
イ
デ

ン
テ
イ
テ
ィ
ー
の
同
化

(identificational
assimila, 

tion
)
」、

⑤
偏
見
が
な
い
状
態
を
意
味
す
る
「
受
容
態
度
の
同
化

(attitude
receptional assimilation)
」、

⑥
差
別
が
な
い
状
態
を
意
味

す
る
「
受
容
行
動
の
同
化

(
b
e
h
a
v
i
o
r
receptional assimilation)
」
、
⑦
価
値
や
権
力
の
衝
突
が
な
い
「
市
民
的
同
化

(civic
assimi, 

(6
)
 

lation
)
」
の

7
つ
に
区
分
し
た
。
そ
の
上
で
、
文
化
的
同
化
に
続
い
て
構
造
的
同
化
が
起
き
る
と
、
他
の
同
化
も
こ
れ
に
続
く
よ
う
に
な

り
、
そ
の
結
果
、
独
立
し
た
存
在
と
し
て
の
移
住
民
族
の
消
滅
と
固
有
の
価
値
の
消
失
が
起
き
、
さ
ら
に
、
受
容
態
度
や
受
容
行
動
の
同

化
に
よ

っ
て
、
移
住
民
族
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

帰
化
政
策
を
考
察
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
か
ら
は
、
ゴ
ー
ド
ン
の

7
つ
の
同
化
の
う
ち
、
特
に
①
の
文
化
的
同
化
と
⑦
の
市
民
的
同

化
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
国
に
帰
化
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
外
国
人
に
何
を
求
め
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
え

る
と
、
文
化
的
同
化
と
市
民
的
同
化
に
関
連
す
る
知
識
と
理
解
が
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
規
範
、
さ
ら
に
憲
法
を
頂

点
と
す
る
法
的
規
範
の
根
本
に
あ
る
価
値
に
同
意
す
る
か
が
法
制
度
上
の
現
実
的
課
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
同
化
の
う
ち
、

②
構
造
的
同
化
は
、
そ
れ
が
任
意
的
な
組
織
・
制
度
へ
の
加
入
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
帰
化

要
件
に
な
じ
ま
ず
、
強
制
的
な
組
織
・
制
度
へ
の
加
入
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
帰
化
要
件
と
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

③
結
婚
の
同

化
に
つ
い
て
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
は
当
事
者
間
の
合
意
が
基
本
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
④
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
の
同
化

は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
は
な
く
民
族
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
り
、

⑤
受
容
態
度
の
同
化
と
⑥
受
容
行
動
の
同
化
は
、
移
民
を
受
け
入
れ
る
側
の

国
民
の
態
度
・
行
動
の
問
題
で
あ
る
。
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アメリカ合衆国の移民政策と 同化主義 (5) 

ゴ
ー
ド
ン
は
、
(
2
)
で
述
べ
た
同
化
の
分
析
を
し
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
同
化
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
同
化
の
哲
学
な
い
し
目
標
の
体
系
は
、
お
お
よ
そ

3
つ
の
軸
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
、
ア
ン
グ

ロ
準
拠

(8
)
 

(
An
g
lo
,c
o
n
form
i
ty)
、
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ

ト

(
M
e
ltin
g
pot)

及
び
文
化
的
多
元
主
義

(
C
u
ltural
pl
u
r
alism
)
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
ア
ン
グ

ロ
準
拠
主
義
と
は
、
移
民
の
祖
先
の
文
化
を
完
全
に
放
棄
し
、
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
の
コ
ア

・
グ
ル

ー
プ
で
あ
る
白

(9
)
 

人
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
産
階
級
の
価
値
観
と
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
い
い
、
メ
ル
テ
ィ
ン
グ

・
ポ
ッ
ト
は
、
ア
ン

グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
民
族
と
他
の
移
民
グ
ル
ー
プ
と
の
生
物
学
的
結
合
と
、
そ
れ
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
ア
メ
リ
カ
固
有
の
文
化

へ
の
融

合
を
意
味
し
、
文
化
的
多
元
主
義
と
は
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
と
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
政
治
的
、
経
済
的
統
合
の
文
脈
の
中
で
、
後
発
の
移
民

(10
)
 

グ
ル
ー
プ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
文
化
の
重
要
な
部
分
の
保
全
を
要
求
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら

3
つ
の
軸
の
中
心
と
な
る
ア
ン
グ
ロ
準
拠
主
義
の
中
核
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度

（
ア
メ
リ
カ
革
命
で
修
正
さ
れ
た
も

(11
)
 

の
）
や
英
語
及
び
イ
ギ
リ
ス
志
向
の
文
化
様
式
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
生
活
の
支
配
的
で
標
準
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ア

一
八
八

0
年
代
以
降
、
南
欧
や
東
欧
か
ら
の
移
民
が
急
増
す
る
状
況
に
あ

っ
て、

ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
民
族
で
あ
る
と
い
う
従
来
か
ら
の

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
観
念
と
、

二
十
世
紀
初
頭
の
一
般
的
な
自
民
族
中
心
主
義

(e
t
hn
o
c
e
n
t
n
s
m
)
、
初
歩
的
な
遺
伝
学
の
知
識
、
都
合
の
い
い
進
化
論
の
解
釈
及
び
初
期
の
粗
雑
な
人
類
学
と
が
結
び
つ
き
、
イ
ギ
リ
ス

人
、
ド
イ
ツ
人
そ
の
他
の
早
く
か
ら
入
植
し
た
移
民
が
長
身
で
、
金
髪
で
、
青
い
目
の
優
れ
た
民
族
を
造
り
上
げ
た
と
い
う
思
想
が
生
ま

れ
た
こ
と
に
加
え
、
黒
髪
の
ア
ル
プ
ス
人
や
地
中
海
人
な
ど
東
欧
や
南
欧
の
劣
っ
た
種
の
人
々
が
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
伝
統
的
な
血
統

や
文
化
を
脅
か
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
広
く
流
布
さ
れ
た
当
時
の
社
会
状
況
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
東
欧
や
南
欧
か

ン
グ
ロ
準
拠
主
義
が
支
配
的
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

3
)
ア
メ
リ
カ
的
同
化
と
し
て
の
ア
ン
グ
ロ
準
拠
主
義
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ら
の
移
民
を
ア
メ
リ
カ
民
族
の
一
部
と
し
て
取
り
込
み
、
そ
の
子
ど
も
達
に
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
価
値
観
や
法
秩
序
を
教
え
込
む
こ
と

(12
)
 

が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
第
一
次
大
戦
で
同
じ
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
属
す
る
ド
イ
ツ
人
と
戦
い
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
の
連
合
国
側
が
勝
利
を
収
め
た
結

果
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
ア
メ
リ
カ
主
義

(
A
m
e
r
i
c
a
n
i
s
m
)
が
席
巻
し
、
ド
イ
ツ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
系
の
ア
メ
リ
カ

人
に
対
し
米
国
へ
の
一

0
0
％
の
忠
誠
を
求
め
る
べ
き
だ
と
す
る
世
論
が
高
ま
っ
た
。
政
府
も
、
こ
れ
ら
移
民
に
対
し
、
英
語
を
学
び
、

(13
)
 

帰
化
を
申
請
し
、
戦
債
を
購
入
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
米
国
の
移
民
政
策
は
、

ア
ン
グ
ロ
準
拠
を
基
本
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
以
下
、
米
国
の
移
民
政
策
の
経

(14
)
 

緯
と
帰
化
制
度
の
現
状
に
つ
い
て
、
法
制
度
を
中
心
に
よ
り
具
体
的
な
検
討
を
行
う
。

二
0
一
七
年
、

米
国
の
移
民
政
策
の
経
緯
と
現
状

メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
に
壁
を
作
る
と
い
う
共
和
党
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
過
激
な
移
民
政
策
が
世
界
の
注
目
を
浴
び
、

批
判
の
的
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
米
国
で
は
、
移
民
受
入
れ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
建
国
前
か
ら
様
々
な
議
論

が
あ
り
、
実
際
に
多
く
の
差
別
的
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る

。

本
稿
で
は
、
主
に
ジ
ョ
ン

•
F

・

ケ
ネ
デ
ィ
が
上
院
議
員
時
代
の

(15) 

一
九
五
八
年
に
著
し
た
「
移
民
の
国
」
を
中
心
に
、
米
国
の
移
民
政
策
の
経
緯
を
振
り
返
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
大
統
領
に
な

っ
た
後
の

一

九
六
三
年
に
同
論
文
に
手
を
加
え
、
そ
の
後
間
も
な
い
同
年
十
一
月
二
十
二
日
に
テ
キ
サ
ス
州
ダ
ラ
ス
で
暗
殺
さ
れ
た
。
同
論
文
の
内
容

は
、
人
種
に
基
づ
い
た
移
民
の
国
別
割
当
制
度
を
見
直
す
べ
き
だ
と
い
う
自
ら
の
政
策
を
主
張
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
米
国

の
移
民
政
策
の
歴
史
を
知
る
上
で
も
必
読
の
書
で
あ
る
。
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そ
の
結
果
、

(16
)
 

国
に
な
っ
た
。

ヽ
こ
。

し

t （ア
）
自
由
な
移
民
受
入
政
策
と
そ
の
転
換

一
六

0
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
開
拓
者
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
入
植
し
て
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
、

西
欧
や
北
欧
の
国
々
か
ら
多
く
の
人
々
が
移
民
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
入
植
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、

ス
か
ら
逃
れ
て
き
た
ピ
グ
リ
ム
教
徒
の
よ
う
に
、
信
教
の
自
由
を
求
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
、
政
治
的
な
弾
圧
か
ら
逃
れ
る
た

め
で
あ
っ
た
。

メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
で
イ
ギ
リ

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
革
命
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
、
又
は
失
敗
す
る
た
び
に
、
政
治
的
弾
圧
を
逃
れ

て
多
く
の
人
が
ア
メ
リ
カ
に
逃
げ
場
を
求
め
た
。
第
三
に、

富
を
求
め
、
又
は
貧
困
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
新
大
陸
を
目
指
し
た
人
々
が

一
六

0
七
年
以
降
四
二

0
0
万
の
人
々
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
、
そ
の
三
五

0
年
後
に
は
二
億
人
の
人
口
を
擁
す
る

独
立
戦
争
前
の
一
七
四

0
年
に
は
帰
化
法
が
成
立
し
、
植
民
地
ア
メ
リ
カ
の
外
国
人
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
与
え
る
こ

(17
)

（

18) 

と
に
し
た
。
独
立
後
の
一
七
九

0
年
に
は
、
帰
化
の
統

一
的
規
則
を
確
立
す
る
法
律
（
以
下

「
一
七
九

0
年
帰
化
法
」
と
い
う
。）

が
制
定

道
徳
性
を
帰
化
の
要
件
と
し
た
。

さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
国
内
に
二
年
間
居
住
し
て
い
る

「自
由
な
白
人

(free
w
h
ite p
e
r
s
o
n
)
」
は
帰
化
を
申
請
で
き
る
と
し
、
良
き

(19
)
 

一
七
九
五
年
に
は
法
律
が
改
正
さ
れ
、
居
住
要
件
が
五
年
に
延
長
さ
れ
て
い
る
。

一
七
九
七
年
に
は
、
自
由
な
移
民
政
策
は
、
国
が
新
し
く
住
民
が
少
な
い
と
き
に
は
良
い
が
、
今
や
ア
メ
リ
カ
は
成
熟
し
、
人
口
も
十

分
に
増
え
た
の
で
、
移
民
は
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
議
会
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
た
め
、

一
七
九
八
年
に
は
、
連
邦

(20)
 

議
会
で
外
国
人
及
び
反
政
府
法

(
A
li
e
n
a
n
d
 S
e
dition A
c
t
)
が
成
立
し
、

合
衆
国
の
平
和
と
安
全
に
と

っ
て
危
険
な
外
国
人
を
排
除
す

(21
)
 

る
権
限
を
政
府
に
認
め
る
と
と
も
に
、
帰
化
の
た
め
の
居
住
要
件
を
十
四
年
に
延
長
し
た
。
そ
の
後
、

1
)
米
国
に
お
け
る
移
民
政
策
の
経
緯

一
八
0
二
年
の
帰
化
法
で
居
住
要

フ
ラ
ン
ス
な
ど
主
に



⑱
批
判
の
高
ま
り
を
受
け
、
日
本
政
府
は
、
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(23) 

一
八
八
二
年
に
は
、
黄
禍
論
を
背
景
に
、
中
国
人
排
斥
法
が
議
会
を
通
過
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
中
国
と
の
協
定
に
よ
っ
て
、
中
国
人
は

自
由
で
制
限
の
な
い
米
国
へ
の
移
民
を
保
障
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
建
設
労
働
な
ど
で
社
会
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
低
賃
金
労
働
に
甘

ん
じ
る
中
国
人
労
働
者
が
ア
メ
リ
カ
人
の
労
働
を
蝕
ん
で
い
る
と
の
批
判
が
強
ま
り
、
中
国
か
ら
の
移
民
は
完
全
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に

(24
)
 

な
っ
た
。

一
夫
多
妻
主
義
者
、
伝
染
病
罹
患
者
、
道
徳
的
非
行
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
が
帰
化
の

一
八
九
一
年
に
は
、
帰
化
法
が
改
正
さ
れ
、

(25
)
 

欠
格
事
由
と
さ
れ
た
。
一

九

0
一
年
に
マ
ッ
キ
ン

リ
ー
大
統
領
が
無
政
府
主
義
者
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
事
件
を
受
け
、

帰
化
法
が
改
正
さ
れ
、
無
政
府
主
義
者
や
暴
カ
・
武
力
で
政
府
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
者
、
政
府
職
員
の
暗
殺
を
謀
る
者
な
ど
の
入
国
が

(26
)
 

禁
止
さ
れ
た
。

(27) 

一
八
九
七
年
、
議
会
は
、
成
人
の
移
民
に
対
す
る
基
礎
学
カ
テ
ス
ト

(lit
e
r
a
c
y
t
e
s
t
)

な
ど
を
導
入
す
る
法
律
を
通
過
さ
せ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
歴
代
の
大
統
領
は
、
基
礎
学
力
は
教
育
の
機
会
の
問
題
で
あ
り
、
個
人
の
能
力
や
市
民
と
し
て
の
潜
在
能
力
の
問
題
で
は
な
い

と
し
て
拒
否
権
を
発
動
し
続
け
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
背
景
に
議
会
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
拒
否
権
を
覆
し、

一
九
一
七
年
に
法

(28) 

律
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
学
カ
テ
ス
ト
は
、
母
国
語
で

30
語
か
ら
40
語
の
文
章
を
読
め
る
か
ど
う
か
を
テ
ス
ト
す
る
も
の
で
、
文
盲
な

ど
の
排
除
を
目
的
と
し
て
い
た
。

日
本
や
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
か
ら
流
入
し
た
移
民
が
低
賃
金
で
働
く
た
め
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
の
賃
金
水
準
を
引
き
下
げ
て
い
る
と
い
う

一
九

0
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
、

イ
）
ア
ジ
ア
人
の
排
斥
と
移
民
規
制
の
強
化

(22
)
 

件
は
五
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。

日
本
か
ら
米
国
に
直
接
行
く
労
働
者
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発

一
九

0
三
年
に
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フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
、

給
し
な
い
と
い
う
紳
士
協
定
を
米
国
と
結
ん
だ
。
し
か
し
、
西
海
岸
の
移
民
排
斥
論
者
は
こ
れ
に
納
得
せ
ず
、

(29
)
 

日
本
人
の
農
業
用
地
所
有
を
実
質
的
に
禁
止
す
る
外
国
人
土
地
法
を
制
定
し
た
。

パ
シ
テ
ィ

ー
は
限
ら
れ
て
お
り
、
移
民
の
数
を
制
限
す
べ
き
だ
と
い
う
世
論
が
高
ま
り
、

一
九
一
八
年
に
第

一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
大
量
の
移
民
が
米
国
に
押
し
寄
せ
た
。
こ
の
た
め
、
米
国
が
移
民
を
受
け
入
れ
る
キ
ャ

(30
)
 

一
九
ニ
―
年
に
緊
急
移
民
制
限
法
が
成
立
し
、

緊
急
国
別
割
当
制
度

(e
m
e
r
g
e
n
c
y
q
u
o
t
a
 s
y
s
t
e
m
)
が
導
入
さ
れ
た
。
出
身
国
制
度

(national
o
n
g
i
n
s
 s
y
s
t
e
m
)
と
も
呼
ば
れ
る
こ

の
制
度
は、

各
国
か
ら
の
受
入
移
民
数
を
一
九

一
0
年
の
国
勢
調
査
に
基
づ
く
米
国
居
住
の
当
該
国
出
身
者
総
数
の
三
％
以
内
に
制
限

し
、
か
つ
、
毎
年
の
受
入
移
民
総
数
を
決
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ

の
受
入
移
民
総
数
は
三
十
五
万
七
千
人
と
さ
れ
た
。
こ
の
制
度

は
、
早
く
か
ら
米
国
へ
移
住
し
て
き
た
西
欧
や
北
欧
か
ら
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
ま
で
移
民
が
少
な
か
っ
た
東
欧
や
南
欧
、

(31
)（

32) 

ジ
ア
か
ら
の
移
民
を
制
限
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た
。

(33) 

一
九
二
四
年
に
は
こ
の
法
律
が
改
正
さ
れ
て
出
身
国
法
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
、

し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、

定
さ
れ
、

制
度
と
さ
れ
、
十
五
万
七
千
人
が
毎
年
の
受
入
移
民
数
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
国
別
の
割
当
数
は
、

(37
)
 

身
国
別
人
数
を
基
準
と
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。

こ
の
割
当
制
度
が
導
入
さ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、

①
第

一
次
大
戦
後
の
孤
立
主
義
、

②
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
と
ゲ
ル
マ
ン
の
人
種
的
優

（
ウ
）
国
別
割
当
制
度
の
導
入

一
九

二
0
年
の
米
国
人
口
に
占
め
る
出

一
九
二
四
年
の
国
別
割
当
数
を

一
九
一

0
年
で
は
な
く

一
八
九

0
年
に
米
国
に
住
ん
で
い
た
そ
の
国
の
出
身

(34)

（

35) 

者
総
数
の
二
％
以
内
に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
受
入
移
民
総
数
も
十
六
万
四
千
人
に
引
き
下
げ
た
。
同
時
に
、
ア
ジ
ア
人
排
斥
法
が
制

(36
)
 

日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
が
禁
止
さ
れ
た
。

一
九
二
九
年
に
は
、
世
界
恐
慌
が
起
こ
る
中
で
、
こ
の
割
当
制
度
が
恒
久

一
九
二
四
年
か
ら
二
九
年
ま
で
の
一
時
的
な
取
決
め
と

一
九
一

三
年
に
は
、

ァ
カ
リ
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ケ
ネ
デ
ィ
の
死
を
受
け
て
大
統
領
に
就
任
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、

い
た
の
で
あ
る
。

人
々
の
帰
化
を
認
め
た
。

越
性
を
主
張
す
る
理
論
、
③
貧
し
い
労
働
者
は
賃
金
水
準
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
懸
念
、

④
あ
る
国
の
人
々
は
他
の
国
の
人
々
よ
り
法
を

守
ら
な
い
と
い
う
考
え
、
⑤
外
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
政
府
転
覆
に
対
す
る
恐
れ
、
⑥
様
々
な
慣
習
や
習
慣
を
持
つ
人
々
が
多
数
入

国
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
的
、
社
会
的
統
一
や
秩
序
が
蝕
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
の

6
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

(38) 

な
議
論
は
今
日
で
も
聞
か
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
移
民
の
資
格
は
生
ま
れ
た
国
に
か
か
わ
ら
な

い
と
い
う
米
国
の
伝
統
と
原
則
に
根
本
的
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
す
べ
て
の
者
は
平
等
に
造
ら
れ
た
」
と
い
う
独
立
宣
言
に
も
反
す
る

(39
)
 

と
指
摘
す
る
。

（エ
）
国
別
割
当
制
度
の
廃
止
と
東
側
亡
命
者
の
受
入
れ

(40
)
 

一
九
五
―
一
年
に
現
行
の
移
民
国
籍
法
が
成
立
す
る
。
こ
の
法
律
は
、
そ
れ
ま
で
の
移
民
に
関
す
る
法
律
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

同
時
に
、
中
国
人
や
日
本
人
、
韓
国
人
そ
の
他
の
東
ア
ジ
ア
の
人
々
に
対
す
る
人
種
的
な
制
限
を
廃
止
し
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
対
す
る
毎

年
百
人
の
最
低
割
当
数
を
定
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
で
は
、
国
別
割
当
制
度
は
維
持
し
た
ま
ま
に
し
、
同
時
に
、

家
族
の
再
統
合

(41
)
 

(
f
a
m
ily 
reunification
)
を
容
易
に
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。

(42
)
 

一
九
五
三
年
に
は
、

亡
命
者
救
済
法
が
成
立
し
、
東
西
冷
戦
の
下
で
、
鉄
の
カ
ー
テ

ン
の
向
こ
う
側
か
ら
逃
げ
て
き
た
二
十
万
人
の

一
九
五
七
年
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
三
十
万
人
の
自
由
の
闘
士
が
入
国
を
認
め
ら
れ
、
翌
五
八
年
に
は
、
こ
れ

ら
移
民
の
た
め
の
特
別
な
法
律
が
作
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六
二
年
に
は
、
中
国
共
産
党
か
ら
逃
げ
て
き
た
中
国
人
の
亡
命
者
を
受
け

(43) 

入
れ
る
た
め
の
法
律
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
、
帰
化
制
度
は
、
東
側
に
対
抗
す
る
強
力
な
非
軍
事
的
手
段
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て

一
九
六
五
年
に
南
欧
や
ア
ジ
ア
の
国
々
を
差
別
す
る
こ
と
に
な
る
厳
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格
な
国
別
割
当
制
を
廃
止
す
る
法
案
に
署
名
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
別
割
当
制
度
は
、

三
年
以
上
か
け
て
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ

(44) 

と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
法
律
で
は
、
初
め
て
西
半
球
か
ら
の
移
民
を
制
限
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
や
カ
ナ
ダ
か
ら
の
移
民
が
多
く
を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
、

(45
)
 

ジ
ア
か
ら
の
移
民
が
急
増
し
た
。

一
九
七

0
年
代
以
降
は
、

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
や
ラ
テ
ン
だ
け
で
な
く
、

ア

一
九
九

0
年
、
移
民
国
籍
法
が
改
正
さ
れ
、
毎
年
の
移
民
の
受
入
上
限
を
そ
れ
ま
で
の
二
十
七
万
人
か
ら
六
十
七
万
五
千
人

（法
施
行

後
の
三
年
間
は
七
十
万
人
）
に
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
専
門
性
や
技
能
に
応
じ
た
五
段
階
の
ビ
ザ
制
度
、
家
族
の
再
統
合
を
容
易
に
す
る

移
民
制
度
を
導
入
し
た
。
ま
た
、
宗
教
、
信
条
、
政
治
的
結
社
を
理
由
と
し
て
米
国
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
同
性
愛
を
移
民
の

(46
)（

47) 

欠
格
条
項
か
ら
除
外
し
た
。

(48
)
 

一
九
九
六
年
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
不
法
移
民
改
革
及
び
移
民
責
任
法

（以
下
「
一
九
九
六
年
法
」
と
い
う
。
）
に
署
名
し
、
こ
れ
に

(49
)
 

よ
っ
て
、
不
法
移
民
対
策
が
強
化
さ
れ
、
国
境
警
備
隊
と
移
民
帰
化
局
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
。

(50
)
 

二
0
0
一
年
九
月
十

一
日
、
同
時
多
発
テ
ロ
が
発
生
す
る
。
翌
十
月
、
米
国
愛
国
者
法
が
成
立
し
、
テ
ロ
に
関
与
し
た
疑
い
の
あ
る
移

民
に
対
す
る
政
府
の
調
査

・
拘
留
権
限
の
強
化
等
が
な
さ
れ
た
。
二
0
0
二
年
、
政
府
機
関
を
再
編
し
て
国
土
安
全
保
障
省

(
D
e
p
a
r
t,

m
e
n
t
 of
 Ho
m
e
la
n
d
 S
e
c
u
r
ity (
D
H
S
)
）
が
創
設
さ
れ
る
。
移
民
帰
化
局
の
関
係
で
は
、
テ
ロ
の
予
防
及
び
対
策
を
所
管
す
る
こ
と
に

(51) 

な
っ
た
。

オ
）
不
法
移
民
対
策
の
強
化
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(2)
以
下
は
、
合
衆
国
の
移
民
政
策
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

ア）

自
給
自
足
の
原
則

(52
)
 

二
0
1
0
年
、
外
国
人
未
成
年
者
の
た
め
の
発
達
、
救
済
及
び
教
育
法

(
D
R
E
A
M
Act)
が
上
院
で
わ
ず
か

5
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
、
不
法
滞
在
の
親
と
一
緒
に
米
国
に
来
た
十
六
歳
未
満
の
子
が
国
外
退
去
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、

ば
市
民
権
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
、
民
主
党
の
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
十
六
歳
に
な
る
前
に

米
国
に
来
た
不
法
移
民
の
子
に
つ
い
て
二
年
間
は
国
外
退
去
を
行
わ
ず
、
仕
事
に
も
就
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
行
政
措
置
と
し
て
、
子

(53
)

（

54
)
 

ど
も
の
入
国
に
対
す
る
延
期
決
定

(
D
A
C
A
)
を
出
し
た
。

二
0
一
七
年
一
月
、

メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
に
壁
を
作
る
こ
と
を
選
挙
戦
で
主
張
し
た
共
和
党
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
誕
生
す
る
と
、

つ
の
イ
ス
ラ
ム
国
ー
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
リ
ビ
ア
、

十
日
間
禁
止
す
る
な
ど
の
行
政
命
令
を
出
し
た
。
同
年
九
月
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
、

を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
判
事
が
反
対
の
判
決
を
出
し
た
が
、

(2
)
現
行
の
移
民
政
策

カ
）
政
権
交
代
と
移
民
対
策
の
変
化

ソ
マ

リ
ア
、

一
定
の
要
件
を
満
た
せ7

 

ス
ー
ダ
ン
、
シ
リ
ア
及
び
イ
エ
メ
ン
ー
の
国
民
の
米
国
へ
の
入
国
を
九

D
A
C
A
を

6
月
以
内
に
終
了
さ
せ
る
決
定

(55
)
 

D
A
C
A
の
今
後
は
、
不
確
実
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
移
民
国
籍
法
は
、
「
福
祉
と
移
民
に
関
す
る
国
家
政
策
の
声
明
」
と
題
し
て
、
次
の
条
文
を
置
い
て
い
る
。

0
福
祉
と
移
民
に
関
す
る
国
家
政
策
の
声
明
（
合
衆
国
法
典
第
一
六

0
一
条
）

議
会
は
、
福
祉
と
移
民
に
関
す
る
国
家
政
策
に
関
し
て
以
下
の
声
明
を
発
表
す
る
。

(l
)
自
給
自
足

(se
lf's
u
ffic
iency)
は
、
こ
の
国
の
最
も
早
い
移
民
法
以
来
、
合
衆
国
移
民
法
の
基
本
原
則
と
な

っ
て
い
る
。
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し
て
い
る
。

(A
)
国
家
の
境
界
内
に
い
る
外
国
人
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
、
公
共
の
資
源
に
依
存
せ
ず
、
む
し
ろ
自
ら
の
能
力
並
び
に
そ
の

(
B
)
移
民
は
、
公
的
給
付

(
p
u
b
l
i
c
b
e
n
e
f
i
t
s
)

を
利
用
す
る
た
め
に
合
衆
国
に
来
る
の
で
は
な
い
こ
と
。

こ
れ
に
続
け
て
、
こ
の
声
明
で
は
、
自
給
自
足
の
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
の
公
的
給
付
の
受
給
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
こ

と
、
移
民
政
策
に
従
っ
て
外
国
人
が
自
立
す
る
た
め
の
資
格
要
件
等
に
関
す
る
新
し
い
ル
ー
ル
を
制
定
し
、
公
的
給
付
の
利
用
に
よ
っ
て

生
じ
る
不
法
移
民
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
取
り
除
く
の
は
、
政
府
の
強
い
関
心
事
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
謳
っ
て
い
る
。

一
九
九
六
年
法
で
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
民
主
党
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
時
代
の
立
法
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
共
和
党
に
限
ら
ず
、
民
主
党
に
も
、
移
民
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
で
臨
む
べ
き
だ
と
す
る
意
見
は
存
在

（
イ
）
ビ
ザ
発
給
段
階
で
の
総
量
規
制

現
行
の
移
民
国
籍
法
で
は
、
帰
化
に
つ
い
て
人
数
の
上
限
を
決
め
る
と
い
う
仕
組
み
は
と
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
ビ
ザ
の
発
給
に

つ
い
て
総
量
規
制
を
し
て
い
る
（
合
衆
国
法
典
第

一
一
五
二
条
）
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
合
法
的
な
永
住
を
許
可
さ
れ
た
後
五
年
間
連
続
し

て
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
帰
化
の
一
般
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
帰
化
の
前
提
と
な
る
永
住
の
た
め
の
移
民
ビ
ザ
の
発
行
段
階
で
人

数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
、
帰
化
の
人
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
移
民
ビ
ザ
の
発
行
に
つ
い
て
も
、
「
い
か
な
る
者
も
、
移
民
ビ
ザ
の
発
行
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
人
種
、
性
別
、
国
籍
、
出

生
地
、
居
住
地
を
理
由
と
し
て
、
優
遇
若
し
く
は
優
先
権
を
受
け
る
か
、
又
は
、
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
（
合
衆
国
法
典
第

ち
な
み
に
、
こ
の
声
明
は
、

家
族
、
支
援
者
及
び
民
間
組
織
の
資
源
に
頼
る
こ
と
。
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ち
な
み
に
、

ろ
う
。

い
る
。
こ
れ
も
、

百
四
万
人
に
達
し
た
。
翌
九
七
年
に
は
六
十
万
人
に
ま
で
急
減
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
九
六
年
法
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

代
後
半
以
降
は
、
総
じ
て
帰
化
者
数
は
高
止
ま
り
し
て
い
る
が
、
同
時
に
帰
化
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
不
許
可
者
数
も
顕
著
に
増
加
し
て

年
七
十
一
万
人
、

米
国
で
暮
ら
す
こ
と
を
希
望
す
る
人
々
が
依
然
と
し
て
多
数
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
に
と

っ
て
米
国
は
母
国
よ
り
も
住
み
た
い
国
な
の
だ

二
0
0
九
年
か
ら
二

0
一
八
年
ま
で
の
十
年
間
の
日
本
人
の
米
国
へ
の
帰
化
者
数
を
み
る
と
、

そ
の
後
、

一
五
二
条

(
a
)
項

(
1
)
(
A
)
）
、
平
等
取
扱
い
の
原
則
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
揺
れ
動
い
て
き
た
米
国
の
移
民
政
策
の
下
に
お
け
る

一
九
〇
七
年
か
ら
二

0
一
八
年
ま
で
の
帰
化
の
実
績
は
、
次
の
図
の

(56
)
 

と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

移
民
政
策
の
経
緯
と
対
照
さ
せ
る
と
、
帰
化
者
数
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
一
九
年
に
二
十
二
万
人
へ
と
急
増
し
た
。
そ
の
後

や
や
減
少
し
た
も
の
の
、
世
界
恐
慌
が
起
き
た
一
九
二
九
年
に
は
再
び

二
十
二
万
人
ま
で
増
加
し
、
翌
三
0
年
に
は
十
七
万
人
へ
と
減
少

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の

一
九
四
四
年
に
は
四
十
四
万
人
と
突
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

者
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
し
ば
ら
く
は
低
位
に
推
移
し
て
い
た
が
、

加
し
て
い
る
。
こ
の
頃
は
、
鉄
の
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
側
か
ら
亡
命
者
を
受
け
入
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
の
亡
命

一
九
八
五
年
に
二
十
四
万
人
と
二
十
万
人
の
ラ
イ
ン
を
越
え
て
か
ら
帰
化
者
数
は
増
加
の
一
途
を
辿
り
、

一
九

一
九
九

0
年

一
九
九
六
年
法
の
効
果
で
あ
ろ
う
。
移
民
に
厳
し
い
姿
勢
を
示
す
ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
後
も
、
帰
化
者
数
は
二
0
一
七

二
0
一
八
年
七
十
六
万
人
と
な
っ
て
お
り
、
急
激
な
低
下
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
国
よ
り

(
3
)
帰
化
者
数
の
推
移

二
0
0
九
年
は
二
、

一
九
九
六
年
に
は

一
九
五
五
年
に
は

二
十
一
万
人
に
増
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（図） 米国の帰化実納の推移ー 1907年～2018年一
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二
人
と
や
や
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
千
六
百
人
か
ら
千
八
百
人
台
で
推
移
し
て
い

関
係
法
令
等

以
下
で
は
、
帰
化
の
前
提
と
な
る
国
民
の
要
件
を
検
討
し
た
上
で
、
帰
化
要
件
の

具
体
的
内
容
等
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
そ
れ
ら
を
定
め
て
い
る
関
係
法
令
等

(
1
)
移
民
国
籍
法

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
国
民
の
要
件
や
帰
化
の
要
件
等
に
つ
い
て
は
、

五
二
年
に
制
定
さ
れ
た
移
民
国
籍
法
が
定
め
て
い
る
。
同
法
は
、
そ
の
後
の
度
重
な

る
改
正
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
そ
の
条
文
自
体
は
、
合
衆
国
の
主
要
な
法

律
を
収
載
し
て
い
る
合
衆
国
法
典

(
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 C
o
d
e
 (
U
.
S
.
 

C
)
)
の

「
第
八
編

外
国
人
及
び
国
籍

(Tit
le
8
,
A
l
i
e
n
s
 a
n
d
 N
a
t
i
o
n
a
lit
y
)
」
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
合
衆
国
法
典
は
、
下
院
の
法
改
正
顧
問
事
務
局

（O
王
c
e
of t
h
e
 L
a
w
 R
e
v
1
,
 

sio
n
 C
o
u
n
s
e
l
)
が
管
理
し
て
お
り
、
こ
れ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
条
文
が
公
式
の
も
の

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
、
具
体
的
な
条
文
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
合
衆

国
法
典
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
、
移
民
国
籍
法

に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

る
。

3
 

一
九
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3
)
移
民
不
服
審
査
委
員
会
決
定

2
)
連
邦
規
則

第
三
一
九
条
は
合
衆
国
法
典
で
は
第
八
編
の
第
一
四
三

0
条
に
な
る
の
で
、
後
者
に
従
い
第
一
四
三

0
条
と
表
記
す
る
。

な
お
、
第
八
編
は
、
第
一
章
か
ら
第
十
四
章
ま
で
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
第
一
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
は
、
条
文
が
削

除
さ
れ
て
い
る
か
、
省
略
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
法
典
の
再
編
等
に
よ
っ
て
他
の
編
に
移
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
で
有
効
な
条
文
が
置
か

れ
て
い
る
の
は
、
第
十
二
章
か
ら
第
十
四
章
ま
で
の
三
章
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
失
効
状
態
と
な
っ
て
い
る
第
一
章
か
ら
第
十
一
章
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
第
四
章
「
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
民

(
F
r
e
e
d
m
e
n
)
」
、
第
七
章
「
中
国
人
の
排
斥

(
E
x
c
l
u
s
i
o
n
of C
h
m
e
s
e
)
」
、
第
八
章
「
ク
ー
リ
ー
（
イ
ン
ド
人
の
日
扉
人
夫
）
の
取
引

(
T
h
e

c
o
o
l
y
 t
r
a
d
e
)
」
と
い
っ
た
過
去
の
遺
物
と
し
か
思
え
な
い
題
名
の
章
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
の
痕
跡
を
残
す
と
い
う
意
義

は
あ
る
も
の
の
、
失
効
し
た
条
文
だ
け
か
ら
な
る
章
を
法
典
に
残
し
て
お
く
と
い
う
の
は
、
法
制
的
に
興
味
深
い
。

移
民
国
籍
法
は
、
帰
化
要
件
等
の
基
本
を
定
め
て
お
り
、
さ
ら
に
細
か
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
連
邦
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
あ
る
。
本

稿
で
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
電
子
版
連
邦
規
則

(Electric
C
o
d
e
 of F
e
d
e
r
a
l
 R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 (
C
F
R
)
）
 の
該
当
条
文
を
示
し
た
。

移
民
不
服
審
査
委
員
会

(
B
o
a
r
d
of I
m
m
1
g
r
a
t
1
o
n
 A
p
p
e
a
l
s
 (
B
I
A
)
）
と
は
、
司
法
省

(
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
of Justic
e)

に
置
か
れ
た

移
民
国
籍
法
の
解
釈
と
適
用
に
関
す
る
最
高
の
行
政
委
員
会
で
あ
り
、
司
法
長
官
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
審
理
に
お
い
て
独
立
し
た
判

断
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
含
む
最
大
二
十

一
人
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
米

国
政
府
を
一
方
の
当
事
者
と
し
、
外
国
人
、
国
民
又
は
企
業
を
他
方
当
事
者
と
す
る
、
入
国
審
査
官

(
i
m
m
1
g
r
a
t
1
o
n
j
u
d
g
e
s
)
又
は
国
土
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）
の
引
用
は
省
略
す
る
。

States)
」
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

安
全
保
障
省
長
官
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
を
審
査
す
る
た
め
の
委
員
会
で
あ
る
。

移
民
不
服
審
査
委
員
会
の
審
査
は
、
書
面
審
査
が
原
則
だ
が
、
口
頭
審
査
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
同
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場

合
に
は
、
連
邦
裁
判
所
の
司
法
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
委
員
会
へ
の
申
立
て
の
大
部
分
は
、
退
去
命
令

(orders
of re, 

m
o
v
a
l
)
と
退
去
か
ら
の
救
済
申
立

(applicat10ns
for re
li
ef f
r
o
m
 r
e
m
o
v
a
l
)
関
係
で
あ
り
、
同
委
員
会
の
決
定
は
、
「
合
衆
国
移
民
国

籍
法
の
下
に
お
け
る
行
政
決
定

(A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
D
e
c
i
s
i
o
n
s
 
U
n
d
e
r
 I
m
m
i
g
r
at10n 
a
n
d
 N
a
t
i
o
n
ality 
L
a
w
s
 of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 

ま
た
、
合
衆
国
国
籍
移
民
局

(U
.
S
.
Citizenship a
n
d
 I
m
m
i
g
r
a
t
1
0
n
 S
e
r
v
i
c
e
 
(
U
S
C
I
S
)
）
（
以
下

「移
民
局
」
と

い
う
。
）
の
政

(57
)
 

策
便
覧

(
P
olicy
M
a
n
u
a
l
)
で
も
、
解
釈
の
根
拠
と
し
て
移
民
不
服
審
査
委
員
会
の
決
定
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

(
4
)
移
民
局
の
行
政
解
釈

米
国
で
の
帰
化
に
関
す
る
事
務
は
、
国
土
安
全
保
障
省
に
属
す
る
移
民
局
が
担
っ
て
い
る
。
本
稿
の
う
ち
帰
化
に
関
す
る
具
体
的
な
取

扱
い
に
関
す
る
記
述
は
、
移
民
局
が

H
P
上
で
帰
化
事
務
に
関
し
て
公
表
し
て
い
る
政
策
便
覧
、
特
に
そ
の
第
十
二
編
市
民
権
及
び
帰
化

(V
o
l
u
m
e
 1
2
,
C
i
t
i
z
e
n
s
hip a
n
d
 Naturalization)

に
基
づ
い
て
い
る
。
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2
)
表
記
は
「
国
民
」
を
原
則

米
国
国
民
の
定
義

合
衆
国
法
典
第
八
編
第
十
二
章
「
移
民
及
び
国
籍
」
で
は
、
冒
頭
の
第
一
―

0
一
条
で
用
語
の
定
義
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
外
国
人

(alien)
」
を
「
合
衆
国
の
市
民
で
も
、
国
民
で
も
な
い
者

(an
y
p
e
r
s
o
n
 n
o
t
 a
 citizen o
r
 n
a
t
i
o
n
a
l
 of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States)
」

と
定
義
し

（第―

1
0
一
条

(
a
)
項

(
3
)
）
、
市
民

(c
itizen
)
と
国
民

(national)

が
別
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
他
方
、
「
国
民
」
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
に
対
す
る
永
遠
の
忠
誠
を
負
う
者
」
（
第
一

も
の
の
、
「
市
民
」
に

つ
い
て
の
定
義
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
「
合
衆
国
の
国
民

(
n
a
t
1
0
n
a
l
of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
)
」
に
つ
い
て
は
、

「
(
A
)
合
衆
国
の
市
民

(a
citizen of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s)
、
又
は

誠
を
負
う
者

(a
p
e
r
s
o
n
 w
h
o
,
 

t
h
o
u
g
h
 n
o
t
 a
 citizen of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States, o
w
e
s
 p
e
r
m
a
n
e
n
t
 allegiance to t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
)
」

と
定
義
し
て
い
る
（
第

一
―
0
一
条

(
a
)

項

(22))
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
合
衆
国
の
国
民

(national)

に
は
、
市
民

(citizen)

と

市
民
で
は
な
い
国
民

(national
b
u
t
 n
o
t
 citizen)
が
い
る
こ
と
、
後
者
も
国
家
に
対
す
る
永
遠
の
忠
誠
を
負
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

次
に
、
国
民
及
び
市
民
の
具
体
的
な
要
件
を
定
め
た
第
一
四

0
一
条

(
a
)
項
を
見
る
と
、
米
国
は
、
国
籍
に
つ
い
て
、
生
地
主
義

(jus

s
o
li
)
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
、

「
合
衆
国
で
生
ま
れ
、
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
者
」
は
、
出
生
に
よ
る
合
衆
国
国
民
及
び
市
民

(n
a
,

tionals a
n
d
 citizens of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 at birth) 

(
1
)
国
民
と
市
民
の
違
い

4
 

(B
)
合
衆
国
の
市
民
で
は
な
い
が
、
合
衆
国
に
対
す
る
永
遠
の
忠

で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
他
方
、
第
一
四

0
八
条
で
は
、
「
そ
の
領
土
を
正
式
に

1
0
一
条

(
a
)
項

(21
)）
と
定
義
し
て
い
る
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取
得
し
た
日
以
降
に
合
衆
国
の
遠
隔
領
土

(o
u
t
l
y
i
n
g
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
)

で
生
ま
れ
た
者
」
は
、
「
出
生
に
よ
る
合
衆
国
の
国
民
だ
が
、

市
民
で

は
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、
合
衆
国
で
生
ま
れ
、
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
者
は
、
合
衆
国
の
国
民
で
あ
る
と
同
時

に
市
民
と
な
る
が
、
合
衆
国
の
遠
隔
領
土
で
生
ま
れ
た
者
は
、
合
衆
国
の
国
民
で
は
あ
っ
て
も
市
民
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
現
在
の
合
衆
国
の
遠
隔
領
土
は
、

(58
)
 

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

外
の
合
衆
国
領
土
で
生
ま
れ
た
者
は
、
合
衆
国
国
民
及
び
市
民
で
あ
る
と
い
う
の
が
移
民
国
籍
法
上
の
整
理
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
出
生
以
外
の
事
由
で
合
衆
国
民
に
な
る
「
帰
化
」
を
テ
ー

マ
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
「
市
民
」
も
「
国
民
」

と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
合
衆
国

(
U
n
it
e
d
States)

に
つ
い
て
は
、
便
宜
上
、
「
米
国
」
と
表
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。

(
3
)
国
民
の
要
件

ア
メ
リ
カ
領
サ
モ
ア
と
ス
ウ
ェ
イ
ン
ズ
島
で
生
ま
れ
た
者
は
、
合
衆
国
の
国
民
だ
が
市
民
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
以

（
ア
）
合
衆
国
憲
法
の
定
め

一
七
八
八
年
の
合
衆
国
憲
法

ア
メ
リ
カ
領
サ
モ
ア

）
と
ス
ウ
ェ
イ
ン
ズ
島

(S
w
a
i
n
s
Isla
n
d
)) 

(
A
m
e
r
i
c
a
n
 S
a
m
o
a
 

(59
)
 

一
七
八
八
年
に
成
立
し
た
合
衆
国
憲
法

(
C
o
n
s
t
1
t
u
t
1
0
n
of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
)
 (
以
下
「
憲
法
」
と
い
う
。
）
で
は
、
国
民
の
要
件
に

つ
い
て
特
段
の
定
め
を
置
か
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
下
院
議
員
（
憲
法
第
一
条
第
二
節
第
二
項
）
、
上
院
議
員
（
同
第
一
条
第
三
節
第
三
項
）

及
び
大
統
領
（
同
第
二
条
第
一
節
第
五
項
）
の
消
極
要
件
と
し
て
、
「
合
衆
国
国
民
で
な
い
者
」
を
定
め
て
お
り
、
ま
た
、
司
法
権
の
管
轄

（
同
第
三
条
第
二
節
第
一
項
）
及
び
連
邦
制

（第
四
条
第
二
節
第
一
項
）
で
も
「
国
民
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
が
、
国
民
自
体
の
定
義

①
人
を
自
由
人
な
ど
四
種
類
に
区
分

(i
)
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い
か
な
る
州
法
に
よ
っ
て
も
、
奴

た
だ
し
、
下
院
議
員
と
直
接
税
の
各
州
へ
の
配
分
を
定
め
た
憲
法
第
一
条
第
二
節
第
三
項
で
は
、
「
自
由
人

(free
P
e
r
s
o
n
s
)
」
、
「
年
季

(60
)
 

奉
公
人

(t
h
o
s
e

(=
 
p
e
r
s
o
n
s
)
 b
o
u
n
d
 to S
e
r
v
i
c
e
 for a
 T
e
r
m
 of Y
e
a
r
s
)
」
、
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

(Indi
a
n
s
)
」、

「
そ
の
他
の
人

(
o
t
h
e
r

(61
)
 

P
e
r
s
o
n
s
)
」
と
い
う
四
種
類
に
人
を
区
分
し
て
お
り
、
最
後
の
「
そ
の
他
の
人
」
と
は
奴
隷

(slaves
)
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
条
文
は
、

さ
れ
な
い
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
除
外
し
、
そ
の
他
の
人
（
奴
隷
）

下
院
議
員
及
び
直
接
税
は
各
州
の
人
口
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
、
並
び
に
人
口
に
は
自
由
人
と
年
季
奉
公
人
の
総
数
を
含
み
、
課
税

の
数
の
五
分
の
三
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

ま
た
、
憲
法
第
一
条
第
八
節
第
四
項
で
は
、
連
邦
議
会
の
権
限
と
し
て
、
「
統

一
的
な
帰
化
の
規
則
」
の
制
定
を
定
め
て
お
り
、
こ
れ
を

受
け
て
一
七
九

0
年
帰
化
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
同
法
で
は
、
帰
化
で
き
る
の
を
「
自
由
な
白
人
」
に
限
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
等
の
先
住

(62
)
 

民
や
奴
隷
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
人
も
帰
化
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
た
。

②

「
国
民
」
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
奴
隷

憲
法
第
一
条
第
九
節
第
一
項
は
、
「
現
在
あ
る
州
の
い
ず
れ
か
が
認
め
る
こ
と
を
適
切
と
考
え
る
そ
れ
ら
の
人
々
の
移
動
又
は
輸
入
は
、

一
八

0
八
年
よ
り
前
は
、
議
会
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う

「
そ
れ
ら
の
人
々

s
o
n
s
)
」
と
は
奴
隷
を
意
味
し
、
本
項
は
、
憲
法
制
定
時
に
奴
隷
の
輸
入
を
認
め
て
い
た
州
に
つ
い
て
、
憲
法
採
択
後
二
十
年
間
は
連
邦
議

(63
)
 

会
が
そ
れ
を
禁
止
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
憲
法
第
四
条
第
二
節
第
三
項
は
、
「
あ
る
州
の
法
律
の
下
で
役
務
又
は
労
働
の
義
務
を
負
い
、
他
の
州
に
逃
亡
し
た
者
は
、
他
の

州
の
い
か
な
る
法
律
又
は
規
則
に
よ
っ
て
も
そ
の
役
務
又
は
労
働
の
利
益
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
役
務
又
は
労
働
の
利
益
を

受
け
る
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
引
き
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。
本
項
は
、

隷
所
有
者
の
権
利
を
制
限
し
、
規
制
で
き
な
い
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
奴
隷
所
有
者
は
、
他
の
州
に
逃
亡
し
た
奴
隷
に

に
つ
い
て
は
定
め
が
な
か
っ
た
。

(
s
u
c
h
 P
e
r
,
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②
第
十
四
修
正
に
よ
る
国
民
概
念
の
改
正
|
ー
生
地
主
義
の
平
等
な
適
用
I

①
奴
隷
解
放
宣
言
と
第
十
三
修
正
に
よ
る
奴
隷
制
の
廃
止

(64
)
 

対
し
自
分
の
州
の
法
律
で
与
え
ら
れ
た
権
利
を
行
使
し
、
奴
隷
を
捕
ま
え
、
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。

一
八
五
七
年
に
は
、

S
c
o
t
t
v
.
 

S
a
n
d
f
o
r
d
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
、
こ
れ
ら
憲
法
の
条
文
か
ら
し
て
、
奴
隷
は
憲
法
で
い
う

「
国
民

(citizen
)
」
に
は
含
ま
れ
ず
、
奴
隷
及
び
そ
の
子
孫
に
は
自
由
の
恩
恵
や
個
人
の
権
利
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
解
釈
を
示

(65
)
 

し
て
い
る
。

(
~
1
1
)
憲
法
第
十
三
修
正
及
び
第
十
四
修
正

一
八
六
一
年
四
月
、
奴
隷
制
度
の
存
廃
等
を
巡

っ
て
南
北
戦
争
が
起
き
、
そ
の
最
中
の
一
八
六
三
年

一
月
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
は
奴

隷
解
放
宣
言

(E
m
a
n
c
i
p
a
t
i
o
n
P
r
o
c
l
a
m
a
t
i
o
n
)

を
発
布
し
た
。
当
時
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
出
さ
れ
た
大
統
領
の
宣
言
の
効
力
に

は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
連
邦
議
会
の
権
限
が
こ
の
よ
う
に
特
別
な
制
度
の
撤
廃
に
及
ぶ
の
か
と
い
う
問
題
も
あ

っ
た
の
で
、

(66
)
 

憲
法
の
改
正
が
望
ま
れ
て
い
た
。

南
北
戦
争
が
続
く
一
八
六
五
年

一
月
、
連
邦
議
会
は
、
第
十
三
修
正
案
（
奴
隷
制
度
の
廃
止
）
を
提
案
し
た
が
、
四
分
の
――
一
の
州
が
こ

れ
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
憲
法
修
正
は
効
力
を
生
じ
る
た
め
（
憲
法
第
五
条
）
、
戦
争
が
終
わ

っ
た
後
の
同
年
十
二
月
、
当
時
の
三
十

六
州
の
四
分
の
三
に
当
た
る
二
十
七
州
の
承
認
を
得
て
、

「奴
隷
及
び
強
制
さ
れ
た
労
働
は
、
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
と
し
て
当
事
者
が
適
法

に
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
合
衆
国
又
は
そ
の
管
轄
権
に
属
す
る
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

定
め
た
第
十
三
修
正
が
成
立
し
た
。
同
時
に
、
逃
亡
奴
隷
の
取
扱
い
に
関
す
る
憲
法
第
四
条
第
二
節
第
三
項
は
廃
止
さ
れ
た
。

一
八
六
六
年
六
月
、
第
十
四
修
正
は
連
邦
議
会
を
通
過
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
た
め
、
そ
の
成
立
は
六

八
年
七
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
第
十
四
修
正
は
、
第

一
節
（
国
民
の
定
義
及
び
幅
広
い
権
利
の
付
与
）
、
第
二
節
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な
っ
た
。
こ
れ
を
改
め
る
た
め
、
議
会
は
、

住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
。

明
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

一
八
六
六
年

（
下
院
議
員
の
各
州
へ
の
配
分
ル
ー
ル
）
、
第
三
節
（
官
職
の
欠
格
事
由
）
、
第
四
節

（
国
債
）
及
び
第
五
節
（
立
法
へ
の
委
任
）
か
ら
な
っ

こ
の
う
ち
の
第
一
節
は
、

「合
衆
国
で
生
ま
れ
、
又
は
帰
化
し
、
か
つ
、
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
す
べ
て
の
者
は
、
合
衆
国
及
び
そ
の
居

い
か
な
る
州
も
、
米
国
国
民
の
特
権
又
は
免
除
を
制
限
す
る
法
律
を
制
定
し
、
又
は
施
行
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
法
な
手
続
な
し
に
、
人
の
生
命
、
自
由
又
は
財
産
を
奪

っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
管
轄
内
の
い
か
な
る

者
に
対
し
て
も
、
法
の
平
等
な
保
護
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。
第
1
文
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
国
民
の
定
義
規
定

で
あ
り
、
第
2

文
は
州
法
に
よ
る
特
権
•
免
除
の
制
限
の
禁
止
、
第

3

文
は
い
わ
ゆ
る
適
正
手
続

(d
u
ep
r
o
c
e
s
s
 of l
a
w
)
条
項
、
第
4

(67
)
 

国
民
の
定
義
に
関
し
て
は
、
そ
れ
以
前
に
一
八
六
六
年
公
民
権
法
が
成
立
し
て
お
り
、
第
十
四
修
正
は
、
そ
の
内
容
を
憲
法
で
改
め
て

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
で
は
、
自
由
人
は
生
ま
れ
た
国
の
国
民
に
な
る
の
が
ル
ー
ル
と
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
前
述
の

S
c
o
t
t
v. S
a
n
d
f
o
r
d
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
、
こ
の
ル
ー
ル
は
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
人

(f
r
e
e
d

slaves)

に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
判
断
を
下
し
た
た
め
、
黒
人
は
奴
隷
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
米
国
の
国
民
に
は
な
れ
な
い
ま
ま
と

一
八
六
六
年
公
民
権
法
に
よ
っ
て
最
高
裁
判
所
が
示
し
た
国
民
の
概
念
を
改
め
、
さ
ら
に
第

(68
)
 

十
四
修
正
第

一
節
第
1
文
で
憲
法
に
も
そ
の
内
容
を
明
記
し
た
の
で
あ
る
。

第
十
四
修
正
第
一
節
第
1
文
は
、
「
合
衆
国
で
生
ま
れ
：
・
・
：
か
つ
、
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
す
べ
て
の
者
」
は
国
民
で
あ
る
と
定
め
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
第
一
に
、
生
地
主
義
を
と
り
、
出
生
に
よ
っ
て
米
国
国
籍
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
は
自
由
人
に
限
ら
れ

ず
、
奴
隷
で
あ

っ
た
黒
人
も
含
め
た
「
す
べ
て
の
者
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、

公
民
権
法
第

一
条
は
、
「
合
衆
国
で
生
ま
れ
、
外
国
の
権
力
の
支
配
下
に
な
い
す
べ
て
の
者
は
：
．．．
．
 
米
国
の
市
民
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
。

文
は
州
法
に
よ
る
平
等
な
保
護
を
定
め
て
い
る
。

て
い
る
。
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れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
者

た
者
。
た
だ
し
、
こ
の
項
に
基
づ
く
市
民
権
の
付
与
は
、

(b
)
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、

エ
ス
キ
モ
ー
、

ア
リ
ュ
ー
ト
族
そ
の
他
の
先
住
民
族

(
a
b
o
n
g
i
n
a
l
tribe
)
 

の
権
利
を
損
な
っ
た
り
、
他
の
方
法
で
影
響
を
与
え
た
り
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(
C
)

米
国
外
で
生
ま
れ
た
者
で
あ

っ
て
、
両
親
が
米
国
国
民
で
あ
り
、
そ
の
者
の
出
生
前
に
両
親
の

一
人
が
米
国
に
居
住
し
て
い
た
者

(f
)
米
国
に
お
い
て
五
歳
未
満
で
発
見
さ
れ
た
者
で
あ

っ
て
、
親
が
不
明
で
あ
り
、
そ
の
者
が
二
十

一
歳
に
達
す
る
前
に
、
米
国
で
生
ま

(
a
)
米
国
で
生
ま
れ
、
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
者

る
。）。

る
第
十
四
修
正
第
一
節
を
受
け
、
移
民
国
籍
法
で
は
、
出
生
に
よ
る
米
国
国
民
及
び
市
民
で
あ
る
者
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
定
め
て
い

（
第
一
四

0
一
条
）
。
（
本
条
の

(d
)
項
及
び

(
e
)
項
並
び
に

(
g
)
項
の
一
部
は
、
遠
隔
領
土
に
関
す
る
も
の
な
の
で
、
省
略
す

イ
）
米
国
で
生
ま
れ
た
者
は
米
国
国
民

第
十
五
修
正
が
成
立
し
て
い
る
。

一
八
七

0
年
二
月
に
、
選
挙
に
お
け
る
人
種
差
別
を
禁
止
し
た

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
国
民
は
、
ど
の
よ
う
な
人
種
や
肌
の
色
で
あ
っ
て
も
、
過
去
の
奴
隷
や
強
制
労
働
の
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
事

者
が
適
法
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
を
除
き
、
米
国
の
す
べ
て
の
州
及
び
準
州

(
T
e
r
r
i
t
o
r
y
)

に
お
い
て
同
じ
権
利
を

な
お
、
第
十
四
修
正
第
二
項
に
よ
っ
て
憲
法
第
一
条
第
二
節
が
改
正
さ
れ
、
下
院
議
員
の
各
州
へ
の
配
分
に
関
す
る
ル
ー
ル
か
ら
「
年

季
奉
公
人
」
と
「
そ
の
他
の
人

(11
奴
隷
）
」
が
削
除
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

有
す
る
」
と
よ
り
具
体
的
に
定
め
て
い
た
。

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
米
国
で
生
ま
れ

い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
も
、
部
族
そ
の
他
の
財
産
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
者
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(
g
)
米
国
の
地
理
的
境
界
外
で
生
ま
れ
、
両
親
の
う
ち
の

一
人
が
外
国
人
で
、
他
の

一
人
が
米
国
国
民
で
あ
り
、
国
民
で
あ
る
親
が
そ
の

者
の
誕
生
前
に
合
計
で
五
年
間
以
上
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
の
二
年
間
は
十
四
歳
に
達
し
て
以
降
、
米
国
に
物
理
的
に
滞
在
し
て
い
た
者

（
以
下
略
）

(
a
)
項
は
生
地
主
義
の
原
則
を
定
め
た
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
米
国
で
生
ま
れ
た
者
は
、
そ
の
親
の
国
籍
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
出
生
に
よ
り
米
国
国
民
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

(
C
)

項
で
は
血
統
主
義
も
認
め
て
お
り
、
両
親
が
米

国
国
民
で
あ
る
子
が
外
国
で
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
出
生
前
に
両
親
の
い
ず
れ
か
一
人
が
米
国
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
条
件
に
、

そ
の
子
も
出
生
に
よ
り
国
民
に
な
る
と
し
た
。
ま
た
、

(g)
項
で
は
、
両
親
の
う
ち
の
一
人
が
米
国
国
民
で
あ
る
子
に
つ
い
て
も
血
統
主

義
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
国
民
で
あ
る
親
に
つ
い
て
、
そ
の
子
の
誕
生
前
に
五
年
以
上
（
う
ち
二
年
間
は
十
四
歳
以
降
）
米
国
内

に
物
理
的
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

(
C
)

項
及
び

(
g
)
項
で
は
、
血
統
主
義
を
と
り
つ
つ
も
、
親

の
米
国
で
の
居
住
又
は
物
理
的
滞
在
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
子
の
親
と
米
国
社
会
と
の
一
定
の
つ
な
が
り
を
求
め
て

い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
同
化
主
義
の
一
っ
の
現
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、

(
b
)
項
で
は
、
先
住
民
族
に
つ
い
て
も
生
地
主
義
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
国
民
に
な
っ
て
も
、
そ

の
部
族
特
有
の
財
産
関
係
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
先
住
民
族
の
部
族
の
財
産
に
対
し
て
は
、
米
国
の
財

産
法
が
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
住
民
族
固
有
の
財
産
に
関
す
る
自
治
を
認
め
る

趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

(
f
)
項
は
、
出
生
は
米
国
外
だ
が
、
五
歳
に
な
る
前
に
米
国
内
で
発
見
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
親
が
不
明
な
子
に
関
す
る
規
定
で

あ
る
。
国
境
が
陸
続
き
の
米
国
で
は
、
隣
国
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
不
法
移
民
が
絶
え
な
い
が
、
こ
の
規
定
に
よ
り
、
乳
幼
児
だ
け
が
米
国
内
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(
~1
1
)米
国
外
で
生
ま
れ
、
米
国
外
に
居
住
し
て
い
る
子

書
、
裁
判
所
の
決
定
（
養
子
の
場
合
）
な
ど

一
定
の
証
明
書
が
必
要
と
な
る

に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
生
地
主
義
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
子
は
米
国
籍
を
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

（
ウ
）
米
国
外
で
生
ま
れ
た
子

米
国
内
で
生
ま
れ
た
子
に
は
生
地
主
義
が
適
用
さ
れ
、
親
の
国
籍
を
問
わ
ず
出
生
に
よ
り
米
国
国
民
と
な
る
の
に
対
し
、
米
国
外
で
生

ま
れ
た
子
に
つ
い
て
は
血
統
主
義
が
適
用
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
通
常
の
帰
化
と
は
異
な
る
特
別
の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。

米
国
外
で
生
ま
れ
、
米
国
内
に
居
住
し
て
い
る
子
は
、
次
の
①
か
ら
③
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば
、
自
動
的
に
米
国
国
民
に
な
る
（
第

一
四
三
一
条

(a
)
項
）
。
米
国
国
民
の
親
に
よ

っ
て
養
子
と
さ
れ
た
子
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る

①
そ
の
子
の
少
な
く
と
も
一
人
の
親
は
、
米
国
国
民
（
出
生
に
よ
っ
て
か
、
帰
化
に
よ
っ
て
か
を
問
わ
な
い
。
）
で
あ
る
こ
と
。

②
そ
の
子
は
、
十
八
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

③
そ
の
子
は
、
合
法
的
な
永
住
許
可
を
受
け
、
米
国
国
民
た
る
親
の
法
的
及
び
物
理
的
な
監
護
の
下
で
米
国
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
本
条
の
適
用
を
受
け
て
自
動
的
に
米
国
国
民
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
子
の
名
前
と
生
年
月
日
を
証
明
す
る
た
め
の
出
生
証
明

（同
条

(
C
)

項
）。

（同
条

(
b
)
項）

米
国
外
で
生
ま
れ
、
米
国
外
に
居
住
し
て
い
る
子
に
つ
い
て
は
、
自
動
的
な
国
籍
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
次
の
①
か
ら
⑤
の
条
件

を
満
た
せ
ば
、
米
国
国
民
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
米
国
国
民
で
あ
る
親
が
子
に
代
わ

っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

（第

一
四
三
三
条

(a
)
項
）
。
米
国
国
民
の
親
に
よ

っ
て
養
子
と
さ
れ
た
子
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る

れ
は
、
後
述
す
る
帰
化
の

一
種
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
こ
こ
で
説
明
す
る
。

(
i
)
米
国
外
で
生
ま
れ
、
米
国
内
に
永
住
し
て
い
る
子

（同
条

(
C
)

項
）
な
お
、
こ
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①
そ
の
子
の
少
な
く
と
も
一
人
の
親
は
、
米
国
国
民
（
出
生
に
よ
っ
て
か
、
帰
化
に
よ
っ
て
か
を
問
わ
な
い
）

②
米
国
国
民
の
親
が
、
次
の

(
A
)
合
計
で
五
年
以
上
の
期
間
、
そ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
二
年
間
は
十
四
歳
に
達
し
た
以
降
、
米
国
に
物
理
的
に
滞
在
し
て
い
た
こ

(
B
)
合
計
で
五
年
以
上
の
期
間
、
そ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
二
年
間
は
十
四
歳
に
達
し
た
以
降
、
米
国
に
物
理
的
に
滞
在
し
て
い
た
米
国

③
そ
の
子
は
、
十
八
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

④
そ
の
子
は
、
申
請
者
の
法
的
及
び
物
理
的
な
監
護
の
下
で
米
国
外
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

⑤
そ
の
子
は
、
合
法
的
な
許
可
を
得
て
一
時
的
に
米
国
に
滞
在
し
、
か
つ
、
そ
の
合
法
的
な
地
位
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
。

以
上
の
要
件
を
満
た
し
、
帰
化
申
請
が
承
認
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
子
は
、
米
国
内
で
忠
誠
の
誓
い
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が

終
了
す
る
と
国
民
と
な
り
、
司
法
長
官
か
ら
市
民
権
の
証
明
書
が
付
与
さ
れ
る

（
同
条

(
b
)
項）

で
あ
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
、
米
国
外
で
生
ま
れ
、
米
国
外
で
居
住
し
て
い
る
子
に
つ
い
て
は
、
血
統
主
義
に
基
づ
き
、
親
の

一
人
が
米
国
人
で
あ
れ

ば
特
例
的
な
帰
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
子
に
居
住
要
件
を
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
の
で
、
そ
の
親
又
は
祖
父
母
に
居
住
要
件
を
課
し
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
子
は
、
米
国
内
に
居
住
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
が
、
帰
化
申
請
の
許
可
が
下
り
、
米
国
へ
の
忠
誠
の
誓
い
を
す
る
際

に
は
、
米
国
内
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

米
国
軍
隊
員
が
国
外
で
任
務
に
つ
い
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
移
民
国
籍
法
は
大
幅
な
特
例
を
定
め
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
米
国
外
で
生
ま
れ
た
米
国
軍
隊
員
の
子
が
、
そ
の
隊
員
に
同
行
し
て
海
外
に
居
住
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
実
際
に
そ

（
面
）
米
国
軍
隊
員
の
子
に
関
す
る
特
例

国
民
の
親
（
そ
の
子
に
と
っ
て
の
祖
父
母
）
が
い
る
こ
と
。

と
。

(
A
)
又
は

(
B
)
 
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
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の
隊
員
と
共
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、

(
~
1
1)
②

(
A
)の
適
用
に
つ
い
て
は
、
隊
員
が
海
外
に
滞
在
し
て
い
る
期
間
が
米
国
内
の
物

理
的
滞
在
期
間
と
み
な
さ
れ
、

(~
1
1)
⑤
は
適
用
が
除
外
さ
れ
、
忠
誠
の
誓
い
を
米
国
内
で
は
な
く
海
外
の
軍
事
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と

（同
条

(d
)
項）。

一
般
的
申
請
要
件

（
第
一
四
―
一
七
条

(
a
)
）
。

移
民
国
籍
法
で
は
、
出
生
後
の
国
籍
取
得
事
由
で
あ
る
帰
化
に
つ
い
て
、
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
ま
ず
、
帰
化
の

一
般
的
申
請

要
件
と
し
て
、
次
の
①
か
ら
⑥
が
定
め
ら
れ
て
い
る

①
合
法
的
永
住
者

(L
a
w
f
u
l
P
e
r
m
an
e
n
t
 R
e
s
i
d
e
n
t
 
(L
P
R
)）
で
あ
る
こ
と
。

②
合
法
的
永
住
を
許
可
さ
れ
た
後
、
帰
化
申
請
の
直
前
ま
で
の
少
な
く
と
も
五
年
間
連
続
し
て
米
国
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

こ
こ
で
い
う

「連
続
居
住

(
c
o
n
t
m
u
o
u
s
r
e
s
i
d
e
n
c
e
)
」
と
は
、
申
請
者
が
法
律
で
必
要
と
さ
れ
る
期
間
に
わ
た
っ
て
米
国
に
恒
久
的
な

居
住
地

(p
e
r
m
a
n
e
n
t
d
w
e
l
l
m
g
 p
l
a
c
e
)
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
外
国
人
の
住
居
は
、

「
そ
の
外
国
人
の
意
図
に
関
係
な
く
、
そ
の

(69
)
 

外
国
人
の
住
所

(d
o
m
i
c
i
l
e
)

又
は
実
際
の
主
た
る
居
所

(principal
a
c
t
u
al 
d
w
e
l
l
i
n
g
 p
l
a
c
e
)
と
同
じ
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

一
定
期
間
以
上
米
国
を
不
在
に
し
た
場
合
に
は
、
居
住
の
連
続
性
が
失
わ
れ
、
連
続
居
住
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
る

（
第
一
四
二
七

条

(
b
)
項）
。
具
体
的
に
は
、
六
月
以
上
一
年
未
満
の
米
国
か
ら
の
不
在
は
、
申
請
者
が
そ
の
期
間
中
米
国
で
の
居
住
を
放
棄
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
居
住
の
連
続
性
を
失
わ
せ
、
さ
ら
に
一
年
間
以
上
連
続
し
た
米
国
か
ら
の
不
在
は
、
当
然
に
居
住
の

（ア

(
1
)
帰
化
の
一
般
的
要
件

5

帰
化
に
よ
る
国
民

が
認
め
ら
れ
て
い
る
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⑫

れ

て

い

る

。
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③
帰
化
申
請
日
直
前
の
五
年
間
の
う
ち
合
計
で
少
な
く
と
も
半
分
の
期
間
は
米
国
に
物
理
的
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
。

こ
の
「
物
理
的
滞
在

(
p
h
y
s
ic
al
p
r
e
s
e
n
c
e
)
」
要
件
と
②
の

「連
続
居
住
」
要
件
は
、
相
互
に
関
連
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は

(70
)
 

異
な
る
。
物
理
的
滞
在
と
は
、
申
請
者
が
実
際
に
米
国
内
に
滞
在
し
て
い
た
日
を
い
い
、
し
た
が
っ
て
、
連
続
居
住
期
間
中
に
旅
行
な
ど

で
米
国
外
に
滞
在
し
た
場
合
に
は
、
連
続
居
住
は
あ
る
が
、
物
理
的
滞
在
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
合
法
的
永
住
者
と
な

っ
た
後
五
年
間
の
居
住
を
要
件
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
半
分
以
上
は
実
際
に
米
国

に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
帰
化
の
申
請
者
が
一
定
期
間
米
国
社
会
で
実
際
に
生
活
し
た
と
い
う
事

実
、
す
な
わ
ち
社
会
生
活
に
お
け
る
同
化
を
帰
化
の
要
件
と
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

④
帰
化
申
請
を
行
っ
た
州
に
申
請
直
前
の
少
な
く
と
も
三
月
間
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

こ
こ
で
は
、

五
年
間
の
居
住
要
件
及
び
そ
の
半
分
の
期
間
以
上
の
物
理
的
滞
在
要
件
の
ほ
か
に
、
帰
化
申
請
を
行
っ
た
州
に
居
住
し
て

い
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
帰
化
申
請
後
に
申
請
者
が
居
住
地
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
は
住
所
の
変
更
を
移
民
局
に
報
告
し
な

⑤
帰
化
の
申
請
日
か
ら
市
民
権
の
許
可
の
時
ま
で
米
国
内
に
連
続
し
て
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

⑥
上
記
の
す
べ
て
の
期
間
に
お
い
て
、
憲
法
の
原
則
に
準
拠
し
、
米
国
の
良
き
秩
序
と
幸
福
に
十
分
に
配
慮
し
た
、
良
き
道
徳
性

(
g
o
o
d

m
o
r
a
l
 ch
a
r
a
c
t
e
r
 
(
G
M
o
)）

 

の
者
で
あ
っ
た
こ
と
。

⑥
の
要
件
の
う
ち
、
前
段
の
憲
法
準
拠
要
件
は
、
申
請
者
が
憲
法
秩
序
を
承
認
し
、
遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
の

趣
旨
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
米
国
政
府
を
打
倒
す
る
こ
と
や
共
産
主
義
を
主
張
す
る
こ
と
な
ど
が
帰
化
の
消
極
要
件
と
し
て
定
め
ら

連
続
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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次
に
、
後
段
の
良
き
道
徳
性
は
、
申
請
者
が
居
住
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
平
均
的
な
市
民
の
基
準
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
判
断
さ

れ
る
。
良
き
道
徳
性
の
要
件
は
申
請
者
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
証
明
が
求
め
ら
れ
る
期
間
は
、

一
定
の
犯
罪
歴
そ
の
他
過
去
の
行
為
が
現
在
の
道
徳
性
に
関
連
す
る
場
合
に
は
、

(71
)
 

期
間
外
の
行
為
で
あ
っ
て
も
良
き
道
徳
性
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。

（
イ
）
積
極
要
件

上
記
要
件
を
満
た
し
た
者
か
ら
帰
化
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
移
民
局
が
審
査
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
同
局
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る

米
国
国
民
と
し
て
の
適
格
性
に
関
す
る
要
件
は
、
移
民
国
籍
法
で
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
帰
化
の
資
格
に
関
し
「
合
衆
国
の
帰
化
国
民
に
な
る
権
利
は
、
人
種
若
し
く
は
性
別
又
は
そ
の
者
が
結
婚
し
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
、
否
定
又
は
は
く
奪
さ
れ
な
い
」
と
定
め
（
第
一
四
二
二
条
）
、
人
種
、
性
別
及
び
婚
姻
の
有
無
に
よ
る
差
別
の
禁
止
を
謳
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
米
国
国
民
に
な
る
た
め
の
積
極
的
な
帰
化
要
件
と
し
て
、
次
の
①
と
②
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
一
四
二
三
条
）
。
こ
れ
ら

は
、
国
民
に
必
要
な
言
語
と
し
て
の
英
語
力
と
、
米
国
の
社
会
的
、
政
治
的
な
基
礎
知
識
を
帰
化
の
要
件
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
米
国
社

会
に
同
化
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
能
力
と
知
識
を
求
め
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

①
英
語
を
読
み
、
書
き
、
話
す
能
力
を
含
む
英
語
の
理
解

（
第
一
四
二
三
条

(
a
)
項）

グ

(wntmg)

帰
化
の
申
請
者
は
、
英
語
の
理
解
を
証
明
す
る
た
め
、
ス
ピ
ー
キ
ン
グ

(
s
p
e
a
k
m
g
)
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

(
r
e
a
d
i
n
g
)

及
び
ラ
イ
テ
ィ
ン

の
テ
ス
ト
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
テ
ス
ト
は
、
英
語
の
通
常
の
用
法
で
言
葉
を
読
み
、
書
き
、
話
す
能
力

(
~
1
1
)
知
識
能
力
要
件

(
i
)
人
種
等
に
よ
る
差
別
の
禁
止

居
住
要
件
と
同
じ
五
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

一
般
的
な
帰
化
申
請
の
場
合
に
は
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解 ②
合
衆
国
の
歴
史
の
基
礎
及
び
政
府
の
原
則
と
形
態
に
関
す
る
知
識
と
理

あ
る
者
等
に
つ
い
て
は
、
免
除
さ
れ
る

五
歳
以
上
の
場
合
は
十
五
年
間
）
米
国
に
住
ん
で
い
た
者

一
定
の
障
害
が

力
す
れ
ば
合
格
で
き
る
テ
ス
ト
と
な

っ
て
い
る
。

い
な
い
。
「
通
常
の
用
法
」
と
は
、
簡
単
な
語
彙
と
文
法
に
よ
る
わ
か
り
や

す
く
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
し
、

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、

発
音
、
綴
り
、
文
法
に
誤
り
が
あ
っ
て
も
、
英
語
の
帰
化
の
要
件
を
満
た
す

(72
)
 

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
テ
ス
ト
内
容
に
つ

い
て
は
、
移
民
局
の

H
P
で
詳
し
く
紹
介
さ

(73) 

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

3
つ
の
文
章
の

中
の

1
つ
を
選
ん
で
正
し
く
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、

H
P
で
帰
化
テ

ス
ト
の
た
め
の
単
語
集
が
示
さ
れ
（
参
考
1
)
、
か
つ
、
テ
ス
ト
の
参
考
書
の

紹
介
や
ネ
ッ
ト
で
で
き
る
無
料
の
テ
ス
ト
練
習
ま
で
用
意
さ
れ
て
お
り
、
努

な
お
、
こ
の
英
語
の
理
解
の
要
件
は
、
申
請
時
に
五
十
歳
（
又
は
五
十
五

歳）

以
上
で
合
法
的
な
永
住
許
可
を
得
た
後
少
な
く
と
も
二
十
年
間

（五
十

（
第
一
四
二
三
条

(b
)
項）
。

帰
化
の
申
請
者
は
、
合
衆
国
の
歴
史
の
基
礎
及
び
政
府
の
原
則
と
形
態
に

を
み
る
た
め
の
も
の
で
、
高
度
な
英
語
力
を
必
要
と
す
る
も
の
と
は
さ
れ
て
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じ
関
す
る
知
識
と
理
解
を
証
明
す
る
た
め
、
公
民
テ
ス
ト

(civics
test)

に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
テ
ス
ト
は
口
頭
で
行
わ

れ
、
質
問
の
内
容
に
関
し
て
は
、
申
請
者
の
年
齢
、
バ

ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
教
育
レ
ベ
ル
、
米
国
で
の
居
住
期
間
等
に
基
づ
く
「
当
然
の

(75) 

考
慮
」
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。

帰
化
テ
ス
ト
の
た
め
の
公
民
問
題

(C1v1cs
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 for t
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 T
e
s
t
)

の
内
容
は
、
移
民
局
の
H

P
で
公
開
さ
れ
て

い
る
（
参
考
2
)
。
そ
こ
で
は
、

と
責
任

(10
問））、

歴
史
そ
の
他
重
要
な
歴
史
情
報

(10
問
）
）
、
統
合
さ
れ
た
市
民
論

13
問
（
内
訳
：
地
理

(
8
問
）
、
シ
ン
ボ
ル

の
3
分
野
、

ア
メ
リ
カ
政
府
57
問
（
内
訳
．
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
基
礎

(12
問
）
、
政
府
の
仕
組
み

(35
問
）
、
権
利

ア
メ
リ
カ
の
歴
史
30
問
（
内
訳
；
植
民
地
時
代
と
独
立

(13
問）、

9
細
目
で
合
計

一
0
0
の
問
い
と
答
え
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら

10
問
が
出
題
さ
れ
る
。
申
請
者
は
、

ち
少
な
く
と
も
6
問
に
正
答
す
れ
ば
よ
い
。
問
題
の
内
容
は
、
政
府
の
仕
組
み
や
民
主
主
義
の
基
礎
、
建
国
の
歴
史
に
重
点
が
置
か
れ
て

お
り
、
問
い
に
よ
っ
て
難
易
度
に
か
な
り
差
が
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

な
お
、
申
請
時
に
六
十
五
歳
以
上
で
合
法
的
な
永
住
許
可
を
得
た
後
少
な
く
と
も
二
十
年
間
米
国
に
居
住
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

公
民
テ
ス
ト
に
つ
い
て
特
別
な
配
慮
を
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
（
第
一
四
二
三
条

(
b
)
項

(
3
)
）
、
具
体
的
に
は
、
上
記
一

0
0
問

の
う
ち
予
め
指
定
さ
れ
た
、

や
さ
し
め
の
20
問
に
出
題
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

(76
)
 

（
参
考
2
)
C
i
v
i
c
s
(H
i
s
t
o
r
y
 a
n
d
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)
 
Q
u
e
s
t
1
0
n
s
 for t
h
e
 N
a
t
u
r
a
h
z
a
t
1
o
n
 T
e
s
t
 
(抄
）

A
M
E
R
I
C
A
N
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 

A
:
 P
r
m
c
1
p
l
e
s
 of A
m
e
n
c
苔
D
e
m
o
c
r
a
c
y
(r,ロ1
l
ー

1

2
)

W
h
a
t
 d
o
e
s
 the Const1tut1on d
o
?
 

(3
問
）
、
休
日

(
2
問））

10
問
の
う

一
八
0
0
年
代

(
7
問
）
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の



翠〕
・
 sets u

p
 the g

o
v
e
r
n
m
e
n
t
 

・
 defines the g

o
v
e
r
n
m
e
n
t
 

・
 protects basic rights of A

m
e
r
i
c
a
n
s
 

B: S
y
s
t
e
m
 of G

o
v
e
r
n
m
e
n
t

（問
1
3
~
4
7
)

16 

母。NON康I蒜痢89姫誼芍坦―-（船苺

27 

42 

W
h
o
 m
a
k
e
s
 federal law

s
?
 

・
 Congress 

・
 Senate a

n
d
 H
o
u
s
e
 (of Representatives) 

・
 (U. S. 

or national) 
legislature 

In w
h
a
t
 m
o
n
t
h
 do w

e
 vote for President? 

・
 No
v
e
m
b
e
r
 

U
n
d
e
r
 our Constitution, s

o
m
e
 p
o
w
e
r
s
 belong to 

the states 

・
 provide schooling a

n
d
 education 

・
 provide protection 

(po
lice

)
 

・
 provide safety 

(fire 
departments) 

・
 give a

 driver's license 

・
 approve zoning and land use 

W
h
a
t
 is 

one p
o
w
e
r
 of the states? 

C: Rights and Responsibilities 
(F.月

4
8
-
5
7
)

（斜）
52 

W
h
a
t
 do w

e
 s
h
o
w
 loyalty

 to 
w
h
e
n
 w
e
 say the Pledge of Allegiance? 



（笞）
・
 the United States 

・
 the flag 

A
M
E
R
I
C
A
N
 H
I
S
T
O
R
Y
 

A
:
 Colonial Period and Independence

（問
5
8
~
7
0
)

58 

蒸州乏匝`f振溢底総S回柴如R(-スト

69 

W
h
a
t
 is 

one reason colonists c
a
m
e
 to 

A
m
e
r
i
c
a
?
 

・
 fr
e
e
d
o
m
 

・
 political liberty

 

・
 religious f

r
e
e
d
o
m
 

・
 economic opportunity 

・
 practice their rehg1on 

・
 escape persecution 

W
h
o
 is 

the "Father of O
u
r
 Country

"?
 

・
 (George

)
 W
ashington 

B: 1800s 
(r,口~

71 ~
77
)
 

74 
N
a
m
e
 one p

r
o
b
l
e
m
 that led to 

the Civil W
a
r
 

・
 slavery

 

・
 econom1c reasons 

翠〕
・
 states

・
 

rights 
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C
:
 H
o
l
i
d
a
y
s
 (Fin~ 

9
9
~

1
0
0
)
 

っ
て
い
る
。
特
に
、

①
の
「
組
織
化
さ
れ
た
政
府
全
体
へ
の
反
対

(
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
 all o
r
g
a
n
i
z
e
d
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)
」
と
い
う
要
件
は
、
そ

の
解
釈
い
か
ん
に
よ

っ
て
か
な
り
幅
広
い
組
織
の
メ
ン
バ
ー
を
排
除
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

①
組
織
化
さ
れ
た
政
府
全
体
へ
の
反
対
を
主
張
・
教
育
す
る
組
織
の
メ
ン
バ
ー
等

②
米
国
共
産
党
、
全
体
主
義
政
党
、
共
産
党
政
治
協
会
、
そ
れ
ら
の
下
部
組
織
又
は
関
連
組
織
の
メ
ン
バ
ー
等

項）
。

96 
8
1
 

ウ
）
消
極
要
件

C
:
 R
e
c
e
n
t
 A
m
e
n
c
a
n
 H
i
s
t
o
r
y
 a
n
d
 O
t
h
e
r
 I
m
p
o
r
t
a
n
t
 H
i
s
t
o
n
c
a
l
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 (r"~ 

7
8
-

8
7
)
 

W
h
o
 did t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 fight m
 W
o
r
l
d
 W
a
r
 I
P
 

• 

J
a
p
a
n
,
 G
e
r
m
苔
y,
a
n
d
 Italy 

I
N
T
E
G
R
A
T
E
D
 C
I
V
I
C
S
 

A
:
 G
e
o
gr
a
p
h
y
 (r,:,~ 

8
8
~

9
5
)
 

B
:
 S
y
m
b
o
l
s
 (r
.
ロ
~9
6
~
9
8
)
 

W
h
y
 d
o
e
s
 t
h
e
 flag h
a
v
e
 1
3
 s
t
n
p
e
s
?
 

• 

b
e
c
a
u
s
e
 t
h
e
r
e
 w
e
r
e
 1
3
 original c
o
l
o
m
e
s
 

• 

b
e
c
a
u
s
e
 t
h
e
 stripes r
e
p
r
e
s
e
n
t
 t
h
e
 o
n
g
m
a
l
 colonies 

米
国
へ
の
帰
化
が
認
め
ら
れ
な
い
消
極
要
件
と
し
て
、
次
の
①
か
ら
⑥
が
か
な
り
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る

（
第
一
四
二
四
条

(
a
)

い
ず
れ
も
、
自
由
な
資
本
主
義
社
会
の
守
護
神
を
任
ず
る
米
国
を
守
る
た
め
の
条
項
だ
が
、

①
、
⑤
、
⑥
は
要
件
が
か
な
り
広
く
な
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③
世
界
共
産
主
義
又
は
全
体
主
義
的
独
裁
主
義
の
ド
ク
ト
リ
ン
又
は
そ
れ
ら
に
よ
る
米
国
で
の
政
権
の
確
立
を
、
自
身
の
発
言
を
通
じ
て

若
し
く
は
書
面
や
出
版
物
を
通
じ
て
主
張
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
を
主
張
す
る
組
織
の
メ
ン
バ
ー
等

④
武
カ
・
暴
力
そ
の
他
違
憲
な
手
段
に
よ
る
米
国
政
府
や
法
律
の
打
倒
、
米
国
政
府
職
員
等
の
襲
撃
・
殺
害
そ
の
他
の
破
壊
行
為
等
を
主

⑤
①
、
③
及
び
④
を
主
張
す
る
内
容
の
文
書
•
印
刷
物
を
故
意
に
出
版
・
流
通

・

配
布
•
印
刷

·

展
示
し
、
若
し
く
は
さ
せ
た
者
又
は
そ

置

の
文
書
•
印
刷
物
を
執
筆
、
流
通
、
配
布
、
印
刷
、
発
行
、
表
示
を
行
い
、
若
し
く
は
行
わ
せ
、
又
は
そ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
文

書
•

印
刷
物
を
所
有
し
て
い
る
組
織
の
メ
ン
バ
ー
等

(
2
)
特
例

帰
化
の
一
般
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
①
か
ら
⑥
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

①
米
国
国
民
の
配
偶
者
等
（
第

一
四
三

0
条

(

a

)

項）

米
国
国
民
と
結
婚
し
た
者
は
、
そ
の
配
偶
者
と
し
て
帰
化
を
申
請
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
特
例
と
し
て
は
、

(l
)
（ア）

請
要
件
の
う
ち
②
の
連
続
居
住
要
件
の
期
間
が
、

年
間
に
つ
い
て
米
国
国
民
の
配
偶
者
と
実
際
に
結
婚
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
（
偽
装
結
婚
等
の
防
止
）
、
国
民
た
る
配
偶
者
が
そ
の
三
年

間
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
米
国
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
そ
の
半
分
以
上
の
期
間
米
国
内
に
物
理
的
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
要
件
と
し
て

追
加
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
米
国
国
民
の
配
偶
者
で
あ

っ
て
も
、
帰
化
の
前
に
永
住
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
点
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

れ
ら
の
目
的
で
故
意
に
所
有
し
て
い
る
者
等

の
一
般
的
申

五
年
間
で
は
な
く
、
帰
化
申
請
直
前
の
三
年
間
に
短
縮
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
そ
の
三

張
・
教
育
す
る
者
又
は
主
張
・
教
育
す
る
組
織
の
メ
ン
バ

ー
等
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米
国
国
民
の
遺
族
た
る
配
偶
者
、
子
若
し
く
は
親
、

ま
た
、
米
国
国
民
の
配
偶
者
又
は
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
民
か
ら
暴
行
又
は
極
度
の
虐
待
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
合
法
的
永
住
者
の
地

（
実
際
に
三
年
間
の
結
婚
生
活
を
送
る
と
い
う
要
件
は
除
く
。
）。

②
米
国
国
民
の
配
偶
者
が
米
国
政
府
、
米
国
の
研
究
機
関
・
企
葉
等
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
等
（
第
一
四
三

0
条

(
b
)
項）

関
に
雇
用
等
さ
れ
る
場
合
又
は
米
国
内
の
宗
教
団
体
の
牧
師
等
と
し
て
、
定
期
的
に
海
外
に
駐
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、

(
1
)
（
ア
）
の

一
般
的
要
件
の
う
ち
直
前
の
居
住
又
は
物
理
的
滞
在
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
証
拠
を
求
め
な
い
と
い
う
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
帰
化
の
申
請
者
が
帰
化
の
時
点
で
米
国
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
、
配
偶
者
の
海
外
で
の
雇
用
が
終
了
し
た
場
合
に
は
直
ち

に
米
国
内
に
居
住
す
る
意
向
を
司
法
長
官
の
前
で
宣
言
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

③
海
外
で
の
メ
デ
ィ
ア
活
動
等
を
行
う
米
国
法
人
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
（
第
一
四
三

0
条

(
C
)

項）

米
国
の
海
外
で
の
利
益
を
促
進
す
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
の
普
及
を
通
信
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
海
外
で
行
う
非
営
利
の
米
国
法
人
に
、

合
法
的
な
永
住
許
可
を
得
た
後
五
年
以
上
連
続
し
て
一雇
用
さ
れ
、
そ
の
雇
用
中
又
は
解
雇
後
六
月
以
内
に
帰
化
申
請
を
提
出
し
た
者
が
、

帰
化
申
請
時
に
米
国
に
滞
在
し
、
雇
用
終
了
直
後
に
米
国
内
に
居
住
す
る
意
向
を
司
法
長
官
の
前
で
宣
言
し
た
場
合
に
は
、

(
1
)
（ア）

の
一
般
的
要
件
の
う
ち
米
国
内
で
の
居
住
又
は
物
理
的
滞
在
に
つ
い
て
証
拠
を
求
め
な
い
と
い
う
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

配
偶
者
で
は
な
く
、
特
別
な
業
務
に
従
事
し
た
者
自
身
の
帰
化
に
関
す
る
特
例
で
あ
る
。

④
米
国
国
民
が
死
亡
し
た
場
合
に
残
さ
れ
た
家
族
等
（
第
一
四
三

0
条

(
d
)
項）

又
は
、
米
国
国
民
で
あ
る
配
偶
者
、
親
若
し
く
は
子
が
米
国
軍
隊
員
と
し
て
軍
役

期
間
中
に
名
誉
あ
る
死
亡
を
し
た
者
、
又
は
、
米
国
国
民
の
死
の
時
点
で
そ
の
者
と
結
婚
生
活
を
送
っ
て
い
た
配
偶
者
に
は
、

(
l
)
（ア）

の
一
般
的
要
件
に
関
し
、
米
国
内
で
の
居
住
又
は
一
定
期
間
の
物
理
的
滞
在
を
求
め
な
い
と
い
う
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

米
国
国
民
と
結
婚
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
配
偶
者
が
、
米
国
政
府
、

一
定
の
米
国
の
研
究
機
関
、
米
国
の
企
業
又
は
一
定
の
国
際
機

位
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
上
記
と
同
様
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
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間
連
続
し
て
米
国
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑤
米
国
軍
隊
員
の
配
偶
者
（
第

一
四
三

0
条

(
e
)
項）

米
国
軍
隊
員
の
配
偶
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
隊
員
に
同
行
し
て
外
国
で
居
住
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
実
際
に
同
行
し
て
隊
員
と

結
婚
生
活
を
送
っ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
米
国
で
の
永
住
を
合
法
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
の
場
合
、

(
1
)

（
ア
）
の
一
般
的
要
件
の
適
用

に
つ
い
て
、
海
外
で
の
居
住
や
滞
在
が
米
国
内
で
の
居
住
や
滞
在
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
い
う
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
宗
教
上
の
義
務
を
果
た
す
た
め
の
一
時
的
な
不
在
（
第

一
四
二
八
条
）

米
国
内
に
組
織
を
有
す
る
宗
教
上
の
宗
派
の
牧
師
、
司
祭
、
宣
教
師
、
修
道
士
（
女
）
等
が
、
そ
の
宗
教
上
の
職
務
を
果
た
す
た
め
に
、

一
時
的
に
米
国
を
不
在
に
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
永
住
の
た
め
の
入
国
が
合
法
的
に
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
帰
化
申
請
前
に
少
な

く
と
も
一
年
間
連
続
し
て
米
国
内
に
滞
在
し
、
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、

(
1
)
（
ア）

の
一
般
的
要
件
の
適
用
に
つ
い
て
、
米
国
を
不

在
に
し
た
期
間
を
米
国
内
に
物
理
的
に
滞
在
し
、
居
住
し
て
い
た
期
間
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

移
民
国
籍
法
で
は
、

(
2
)
の
特
例
の
他
に
、
国
家
の
安
全
保
障
に
特
別
な
貢
献
を
し
た
者
に
つ
い
て
個
別
的
に
判
断
し
て
適
用
を
認
め

る
特
別
な
措
置
を
定
め
て
い
る
（
第

一
四
二
七
条

(f
)
項
）。

米
国
の
た
め
に
活
躍
し
た
外
国
の
諜
報
員
が
最
終
に
米
国
に
移
住
す
る
と

い
っ
た
映
画
な
ど
の
シ
ー
ン
を
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
法
的
に
裏
付
け
る
の
が
こ
の
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
中
央
情
報
局

(
C
I
A
)
長
官
、
司
法
長
官
及
び
入
国
管
理
局
長
は
、
申
請
者
が
米
国
の
国
家
安
全
保
障
又
は
米
国
の

情
報
活
動
の
実
施
に
特
別
な
貢
献
を
し
た
と
判
断
し
た
場
合
、

(
l
)

（ア）

(
3
)
国
家
の
安
全
保
障
に
貢
献
し
た
者
に
関
す
る
特
別
規
定

の
一
般
的
要
件
及
び

（ウ）

の
消
極
要
件
に
か
か
わ
ら
ず
、

ま
た
、
申
請
者
が
米
国
内
に
居
住
し
て
い
な
く
て
も
、
帰
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
帰
化
前
に
少
な
く
と
も

一
年
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帰
化
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
本
人
が
十
八
歳
以
上
に
な
ら
な
い
限
り
、
有
効
な
帰
化
の
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
さ
れ
（
第
一
四
四
五
条

(
b
)
項
）
、
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
帰
化
の
申
請
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

（イ
）
証
明
責
任

帰
化
の
申
請
者
は
、
米
国
に
合
法
的
に
入
国
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
連
続
居
住

・
滞
在
要
件
な
ど
の
帰
化
の

一
般
的
要
件
、
積
極
的
要

件
な
ど
帰
化
の
申
請
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
証
拠
を
自
ら
証
明
す
る
責
任
を
負
う
（
第

一
四
二
九
条
等）。

(
5
)
宣
誓

帰
化
を
申
請
し
た
者
は
、
公
開
の
式
典
で
忠
誠
の
誓
い

手
続
き
が
完
了
す
る
。
宣
誓
の
内
容
は
、
移
民
国
籍
法
で
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る

①
米
国
憲
法
を
支
持
す
る
こ
と
。

②
申
請
者
が
臣
民
又
は
市
民
で
あ

っ
た
外
国
の
君
主
、
国
家
等
へ
の
忠
誠
と
忠
実
を
絶
対
的
か
つ
完
全
に
放
棄
し
、
撤
回
す
る
こ
と
。

③
外
国
及
び
国
内
の
す
べ
て
の
敵
に
対
し
て
、
米
国
の
憲
法
及
び
法
律
を
支
持
し
、
守
る
こ
と
。

④
真
の
誓
約
と
忠
誠
を
同
じ
く
す
る
こ
と
。

⑤
法
律
で
求
め
ら
れ
た
と
き
に
米
国
の
た
め
に
戦
う
こ
と
。
た
だ
し
、
宗
教
的
教
育
と
信
念
か
ら
軍
隊
で
の
戦
闘
又
は
活
動
に
反
対
す
る

ア
）
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

(
4
)
帰
化
申
請
の
手
続

(O
a
t
h
 of A
ll
e
g
i
a
n
c
e
)
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
帰
化
の

（
第
一
四
四
八
条
）
。
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①

一
夫
多
妻
婚

(P
o
ly
g
a
m
o
u
s
m
a
r
r
i
a
g
e
s
)
 

か
ら
で
あ
る
。 6

 
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
取
扱
い

の
称
号
又
は
地
位
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
要
な
仕
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
司
法
長
官
が
認
め
た
場
合
に
は
、
戦
闘
に
参
加
す
る
代
わ
り
に
、
軍
隊
で
非
戦
闘
員
活
動
を
行
う
か
、
又
は
民
間
で
国
に
と
っ
て

ま
た
、
外
国
で
世
襲
の
称
号
又
は
貴
族
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
申
請
者
は
、
忠
誠
の
誓
い
と
同
じ
公
開
式
典
で
、
そ

移
民
局
で
は
、
政
策
便
覧
に
お
い
て
、
帰
化
の
許
可
に
関
す
る
具
体
的
な
取
扱
い
方
針
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、

同
性
婚
や
代

理
母
に
関
す
る
も
の
な
ど
注
目
す
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(1
)
結
婚

（ア
）
外
国
で
の
結
婚
の
有
効
性

5

(2
)
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
米
国
国
民
と
結
婚
し
た
者
は
、
帰
化
に
必
要
な
連
続
居
住
期
間
が
五
年
か
ら
一
＿
一年
に
短
縮
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で

「結
婚
」
の
定
義
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
結
婚
に
つ
い
て
は
、
国
や
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
慣
習
や
形
態
が
あ
る

こ
の
た
め
、
政
策
便
覧
で
は
、
外
国
で
行
わ
れ
た
結
婚
の
法
的
有
効
性
に
つ
い
て
、
祝
祭
場
所
ル
ー
ル

(p
la
c
e
,of,ce
le
b
r
a
t
io
n
 r
u
le) 

を
採
用
し
、
結
婚
が
行
わ
れ
た
場
所
を
管
轄
す
る
法
律
に
基
づ
き
そ
の
有
効
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
掲
げ

(77
)
 

る
も
の
は
、
結
婚
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
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（ウ
）
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
婚

②
居
住
国
の
重
要
な
公
共
政
策
に
違
反
す
る
結
婚

③
私
的
な
結
び
つ
き

(civi
l
u
ni
ons)
、
パ

ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
そ
の
他
祝
祭
場
所
に
お
い
て
結
婚
と
認
識
さ
れ
な
い
関
係

④
結
婚
式
に
一
方
の
当
事
者
が
存
在
し
な
い
関
係
（
代
理
結
婚
）

⑤
米
国
の
移
民
法
を
回
避
す
る
目
的
で
結
ば
れ
た
関
係

（イ
）
同
性
婚

同
性
同
士
の
結
婚
の
有
効
性
に
関
し
、
米
国
の
最
高
裁
判
所
は
、

二
0
一
三
年
六
月
、
す
べ
て
の
連
邦
法
に
つ
い
て

「結
婚
」
と
い
う

(78) 

言
葉
を
異
性
婚
に
限
定
し
た
結
婚
防
衛
法

(D
efense
of M
a
r
r
i
a
g
e
 A
c
t
 (
D
O
M
A
)
）
第
三
条
（
合
衆
国
法
典
第
七
条
）
は
、
憲
法
第

(79
)
 

五
修
正
で
定
め
る
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
違
憲
と
判
断
し
た
。
こ
の
事
件
は
、

ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
認
め
ら
れ
て
い
る
同
性
婚
を
し
た
と
こ
ろ
、

カ
ッ
プ
ル
の
一
人
が
死
亡
し
、
そ
の
財
産
を
相
続
し
た

W
in
d
s
o
r
女
史

が
、
遺
族
た
る
配
偶
者
の
た
め
の
連
邦
不
動
産
税
の
控
除
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、
政
府
は
、
同
性
婚
は
、
結
婚
を
異
性
間
に
限

っ
て
い

る
結
婚
防
衛
法
第
三
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、

W
in
d
s
o
r
女
史
が
政
府
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
判
決
後
も
、
結
婚
防
衛
法
第
三
条
は
、
そ
の
ま
ま
法
典
に
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
判
決
を
受
け
、
移
民
局
は
、
同
性
婚
の
有
効
性
を
祝
祭
場
所
ル
ー
ル
で
決
定
す
る
と
し
、
同
性
結
婚
に
関
す
る
米
国
内
の
法
律
及

(80
)
 

び
政
策
は
、
移
民
局
が
結
婚
を
有
効
と
認
め
る
か
ど
う
か
に
は
影
響
し
な
い
と
し
て
い
る
。

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
者
が
関
与
す
る
場
合
の
結
婚
に
つ
い
て
も
、
移
民
局
は
、
結
婚
が
行
わ
れ
た
州
ま
た
は
地
方
の
管
轄
区
域
で

ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
に
住
む
二
人
の
女
性
が
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母
」
で
は
な
く
「
妊
娠
母
」
と
表
現
す
る
。

①
米
国
国
民
の
遺
伝
的
な

(
g
e
netic)

若
し
く
は
認
知
さ
れ
た

し
て
い
る

（第

そ
の
結
婚
が
有
効
な
結
婚
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
と
し
て
い
る
。

(2)
子
の
定
義

一
般
的
定
義

移
民
国
籍
法
で
は
、
子
の
定
義
に
つ
い
て
、
独
自
の
定
め
を
置
い
て
い
る
。

ま
ず
、
子
の
一
般
的
な
定
義
と
し
て
は
、

「
遺
伝
的
な
」
子
と
い
う
の
は
、
親
と
遺
伝
物
質
を
共
有
す
る
子
を
意
味
し
、
他
の
証
拠
が
な
い
場
合
に
は
、
子
の
出
生
証
明
書
が
親
と

子
の
遺
伝
的
関
係
を
判
断
す
る
証
拠
と
み
な
さ
れ
る
。

「
認
知
」
と
は
、
「
婚
姻
外
で
生
ま
れ
た
子
を
婚
姻
内
で
生
ま
れ
た
子
と
同
じ
法
的
地
位
に
置
く
こ
と
」
を
意
味
し
、
子
の
認
知
の
有
効

性
は
、
子
の
居
所
や
住
所
に
関
す
る
法
律
又
は
父
の
住
所
や
居
所
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

②
管
轄
の
司
法
権
に
よ
っ
て
子
の
法
的
な
親
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
米
国
国
民
の
非
遺
伝
的
な
妊
娠
母

(
n
o
n
'
g
e
n
e
t
i
c
gestational 

m
o
t
h
e
r
)
 
の
息
子
又
は
娘

こ
こ
で
い
う
「
非
遺
伝
的
な
妊
娠
母
」
と
は
、
他
人
の
受
精
卵
を
自
ら
の
子
宮
で
発
育
さ
せ
る
「
代
理
母

(
g
e
s
t
a
t10nal
m
o
t
h
e
r
)
」
の

こ
と
で
あ
る
。
移
民
局
で
は
、
代
理
母
が
子
の
親
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
よ
り
一
般
的
な
表
現
と
し
て
、

「
代
理

ま
た
、
移
民
国
籍
法
で
は
、
「
n
a
t
u
r
a
l
p
a
r
e
n
t
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
り
（
第
一

ア

1
0
一
条

(
b
)
項
及
び

(
C
)

項
）
、
こ
れ
は

(l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
d
)
、
又
は
養
子
の

(a
d
o
p
t
e
d
)
息
子
又
は
娘

二
十
一
歳
未
満
の
未
婚
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

1
0

一
条

(
b
)
項
及
び

(
C
)

項）。
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(
~
1
1
)
移
民
国
籍
法
上
の
取
扱
い

邦
語
で
「
実
の
親
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
移
民
局
は
、
遺
伝
的
な
親
の
ほ
か
に
、
非
遺
伝
的
な
妊
娠
母
も
n
a
t
u
r
a
l
p
a
,
 

r
e
n
t
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
、

n
a
t
u
r
a
l
p
a
r
e
n
t
を
「
生
物
的
親
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

継
子

(stepchild)

は
、
市
民
権
の
付
与
や
帰
化
に
関
し
て
は
子
に
含
ま
れ
な
い
（
第
一

行
の
関
係
で
は
子
に
含
ま
れ
る
（
第
一
―

0
一
条

(
b
)
項）
。
こ
の
よ
う
に
、
適
用
さ
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
子
の
取
扱
い
を
異
に
し
て
い

(
i
)
母
と
子
の
非
遺
伝
的
、
生
物
的
関
係

医
学
が
進
歩
し
た
現
代
で
は
、
生
殖
補
助
医
療

(
A
s
s
i
s
t
e
d
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 (
A
R

T
)
）
を
介
し
て
子
が
生
ま
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
生
殖
補
助
医
療
と
は
、
卵
子
若
し
く
は
精
子
又
は
そ
の
両
方
を
体
外
で
処
理
す
る
不
妊
治
療
を
指
し
、
子
宮
内
授
精

(
I
U
I
)

及
び
体
外
受
精

(
I
V
F
)
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
で
は
、
子
を
妊
娠
さ
せ
る
た
め
に
、
親
は
、
自
分
の
遺
伝
物
質
又
は
提
供
さ

れ
た
遺
伝
物
質
（
提
供
さ
れ
た
卵
子
、
精
子
又
は
そ
の
両
方
）

生
殖
補
助
医
療
の
最
も
重
要
な
結
果
は
、
女
性
が
ド
ナ
ー
の
卵
子
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
遺
伝
的
関
係
の
な
い
子
を
産
め
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
母
は
、
子
と
生
物
的
な
関
係
を
持
つ
こ
と
は
で
き
る
が
、
子
と
の
間
に
遺
伝
的
な
関
係
は
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
移
民
局
と
国
務
省

(Dos)
の
共
管
事
項
で
あ
る
た
め
、
両
省
が
協
力
し
て
こ
の
問
題
の
対
応
策
を
検
討
し
た
。
そ

の
結
果
、
子
の
法
的
母
で
も
あ
る
非
遺
伝
的
な
妊
娠
母
（
子
を
胎
内
で
育
て
て
出
産
し
た
者
）
は
、
遺
伝
的
な
法
的
母
が
移
民
国
籍
法
の

(83
)
 

イ
）
生
殖
補
助
医
療
で
生
ま
れ
た
子

る
。

③
継
子

の
組
み
合
わ
せ
を
使
用
す
る
。 -

0
一
条

(
C
)

項
）
が
、
ビ
ザ
の
申
請
や
発
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て
考
え
て
み
た
い
。

7

終
わ
り
に

(A
m
e
r
i
g
o
 V
e
s
,
 

下
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
と
同
じ
方
法
で
母
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
子
の
出
生
時
に
管
轄
の
法
律
の
下
で
妊
娠
母
で
あ
り
、
法
的

な
親
と
認
め
ら
れ
た
母
は
、
他
の
要
件
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
子
に
そ
の
米
国
市
民
権
を
継
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
生
殖
補
助
医
療
で
生
ま
れ
た
子
は
、
次
の
①
と
②
の
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
せ
ば
、
該
当
す
る
市
民
権
ま
た
は
帰
化
の

規
定
に
従
っ
て
、
出
生
時
ま
た
は
出
生
後
に
、
非
遺
伝
的
妊
娠
母
か
ら
米
国
市
民
権
を
取
得
で
き
る
。

①
子
の
妊
娠
母
が
、
子
供
の
出
生
時
に
、
そ
の
管
轄
の
法
律
の
下
で
子
の
法
的
な
親
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

②
そ
の
子
が
、
関
連
す
る
市
民
権
ま
た
は
帰
化
の
条
項
に
基
づ
い
て
、
他
の
す
べ
て
の
該
当
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
ま
で
、
米
国
に
お
け
る
同
化
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
移
民
政
策
の
歩
み
を
概
観
し
、
帰
化
制
度
の
詳
細
を
検
討
し

て
き
た
。
最
後
に
、
米
国
の
移
民
政
策
及
び
帰
化
政
策
の
特
質
を
ま
と
め
、
そ
れ
と
の
対
比
で
日
本
の
帰
化
制
度
の
特
徴
と
課
題
に
つ
い

(
1
)
ア
ン
グ
ロ
準
拠
主
義
の
下
で
の
多
様
性

ま
ず
、
同
じ
く
同
化
主
義
に
立
つ
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
起
源
を
い
つ
の
時
代
に
ま
で
遡
る
の
か
は
さ
て
お
き
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
と
い

う
国
家
が
存
在
し
、
そ
こ
に
十
九
世
紀
以
降
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
移
民
受
入
大
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

移
住
し
て
き
た
人
々
が
結
集
し
て
新
た
に
国
家
を
建
設
し
た
移
民
の
国
で
あ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。

「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
名
前
は
、
ド
イ
ツ
人
の
地
図
制
作
者
が
イ
タ
リ
ア
人
探
検
家
ア
メ
リ
ゴ
・
ヴ
ェ
ス
プ

ッ
チ

ア
メ
リ
カ

合
衆
国
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
な
ど
の
先
住
民
族
は
存
在
し
た
も
の
の
、
十
七
世
紀
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
西
欧
の
様
々
な
国
か
ら
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憲
法
を
頂
点
と
す
る
法
規
範
体
系
に
お
い
て
同
化
の
要
素
を
ど
こ
ま
で
取
り
入
れ
る
か
は
、
社
会
規
範
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

リ
カ
合
衆
国
で
は
、
建
国
当
時
は
奴
隷
制
を
認
め
て
奴
隷
を
国
民
の
定
義
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
差
別
政
策
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
是
非

2
)
差
別
的
、
政
治
的
な
移
民
政
策

こ
。

t
 

p
u
cci)
を
称
え
て
大
陸
に
つ
け
た
名
前
に
由
来
し
、
「
合
衆
国
」
は
当
時
の
「
オ
ラ
ン
ダ
合
衆
国
」
か
ら
借
用
し
た
。

た
の
は
ス
ペ
イ
ン
国
旗
を
掲
げ
た

3
隻
の
船
団
だ
が
、
そ
の
船
長
は
イ
タ
リ
ア
人
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
、

(84
)
 

人
、
そ
し
て
黒
人
が
船
員
と
し
て
働
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
建
国
前
か
ら
多
く
の
国
の
多
様
な
民
族
や
人
種

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
社
会
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

1

ア
メ
リ
カ

は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
コ
ア

・
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
白
人
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
産
階
級
の
価
値
観
と
行
動
に
準
拠
す
る
こ
と
が
暗

黙
裡
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
事
実
上
強
制
的
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
ア
ン
グ
ロ
準
拠
主
義
の
中
心
を
な
す
の
が
英
語
で
あ
り
、

流
に
修
正
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
様
式
に
従
っ
た
行
動
や
態
度
で
あ

っ
た
。
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
こ
の
文
化
的
同
化
は
、
構
造
的
同
化

に
よ
っ
て
家
族
や
近
隣
社
会
へ
と
広
が
り
、
結
婚
の
同
化
に
よ
っ
て
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
た
。
特
に
、
異
民
族
間
の
生
物
学
的
結

合
（
メ
ル
テ
ィ
ン
グ

・
ポ

ッ
ト
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
の
融
合
を
生
み
出
し
た
。
さ
ら
に
、
英
語
や
ア
メ
リ
カ
の

歴
史
、
規
範
的
価
値
、
政
府
の
仕
組
み
な
ど
を
教
え
込
む
公
教
育
シ
ス
テ
ム
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
よ
っ
て
、
子
の
世
代
の
文
化
的
、
構
造
的

(85
)
 

同
化
は
成
功
を
収
め
て
行
く
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
、
構
造
的
同
化
の
進
行
に
比
例
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
や
文
化
の
保
全
を
求
め
る
文
化
的
多
元
主
義
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
も
ア
ン
グ
ロ
準
拠
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ

が
混
在
す
る
国
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。

3
)
 

ア
メ

で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で

ユ
ダ
ヤ

ア
メ
リ
カ
を
発
見
し
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移
民
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
。

に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
南
北
戦
争
が
起
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
奴
隷
制
の
廃
止
を
主
張
す
る
北
軍
が
勝
利
し
、
憲
法

に
つ
い
て
は
一
八
七

0
年
の
第
十
五
修
正
ま
で
の
改
正
で
平
等
原
則
に
基
づ
く
生
地
主
義
が
実
現
し
た

現
は
、

五
十
年
後
の
第
十
九
修
正
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
）
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
者
を
ど
の
程
度
米
国
に
受
け
入
れ
る
か
（
移
民
政
策
）
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
者
を
米
国
国
民
と
し
て
認
め
る
か

一
八
八

0
年
代
に
は
、
中
国
人
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
を
拒
否
し
、
第
一

（帰
化
政
策
）
は
、
時
代
と
と
も
に
変
遷
を
重
ね
た
。
建
国
当
初
の
自
由
な
移
民
受
入
政
策
は
、
十
八
世
紀
末
に
は
見
直
さ
れ
始
め
、
受
け

入
れ
る
外
国
人
を
選
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

れ
、
米
国
は
、
西
側
の
盟
主
と
し
て
東
側
か
ら
多
く
の
亡
命
者
を
受
け
入
れ
た
。

（
た
だ
し
、
女
性
の
参
政
権
の
実

次
大
戦
後
は
、
急
増
し
た
移
民
を
抑
制
す
る
た
め
、
出
身
国
別
に
受
入
上
限
を
定
め
る
国
別
割
当
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

第
二
次
大
戦
中
は
多
数
の
亡
命
者
を
受
け
入
れ
、
戦
後
東
西
冷
戦
が
始
ま
る
と
、
帰
化
制
度
は
東
側
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら

一
九
六

0
年
代
末
に
国
別
割
当
制
度
が
よ
う
や
く
廃
止

一
九
八

0
年
代
後
半
以
降
移
民
の
数
が
再
び
急
増
し
、

さ
れ
、
経
済
的
繁
栄
の
中
で
移
民
の
受
入
数
は
安
定
的
に
推
移
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
不
法
移
民
対
策
が
強
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
二

0
0
一
年
の
九

．―

-
テ
ロ
に
よ
っ
て
、
国
を
挙
げ
た
テ

ロ
対
策

が
講
じ
ら
れ
、
外
国
人
の
入
国
が
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
米
国
で
は
、
そ
の
時
代
の
政
治
状
況
に
応
じ
た

こ
の
よ
う
な
移
民
政
策
に
関
連
し
、
米
国
で
は
、
人
種
、
性
別
、
貧
困
、
さ
ら
に
は
政
治
的
見
解
に
基
づ
き
、
黒
人
だ
け
で
な
く
、
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
に
代
表
さ
れ
る
先
住
民
、
女
性
、

日
系
ア
メ
リ
カ
人
を
含
む
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
、

ラ
テ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
、
さ
ら
に
は

貧
困
者
と
い
っ
た
人
々
が
、
国
の
み
な
ら
ず
、

州
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
も
、
好
ま
し
く
な
い
人
々
と
し
て
規
制
さ
れ
、
拒
絶
さ
れ
、

排
除
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
移
民
や
国
籍
に
関
す
る
法
律
が
、
そ
れ
を

2
つ
の
側
面
で
、
つ
ま
り
、
外
国
人
を
国
民
と
し
て

受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
国
境
管
理
の
側
面
と
、
す
で
に
国
内
に
い
る
こ
れ
ら
の
人
々
を
異
質
な

(foreign)
も
の
と
し
て
規
制
し
、
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①

引
き
続
き
五
年
以
上
日
本
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

(4
)
日
本
の
帰
化
制
度
の
特
色
と
課
題

3
)
同
化
を
基
本
と
す
る
帰
化
政
策

(86
)
 

排
除
す
る
と
い
う
国
内
問
題
の
側
面
で
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

帰
化
制
度
に
つ
い
て
は
、
入
国
管
理
と
帰
化
を
分
化
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
、
米
国
の
文
化
的
、
社
会
的
、
憲
法
的
価
値
へ
の
同
化
と
い

う
政
策
が
基
本
と
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
同
化
の
証
明
と
し
て
五
年
以
上
の
国
内
居
住
を
原
則
的
要
件
と
し
、

さ
ら
に
、
帰
化
申
請
者
が
英
語
力
、
合
衆
国
の
歴
史
、
政
治
、
憲
法
的
価
値
な
ど
の
帰
化
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

同
時
に
、
帰
化
の
消
極
要
件
と
し
て
の
共
産
主
義
者
の
徹
底
し
た
排
除
と
、
国
家
の
安
全
保
障
に
貢
献
し
た
者
へ
の
特
別
措
置
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
米
国
の
帰
化
制
度
は
、
自
由
な
資
本
主
義
の
守
護
神
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
放
っ
て
い
る
。

（ア
）
日
本
の
帰
化
制
度
の
特
色

(87
)
 

ま
ず
、
日
本
の
帰
化
制
度
を
概
観
し
た
上
で
、
米
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
た
い
。
日
本
の
国
籍
法
で
は
、
帰
化
と
し
て
、
普
通
帰
化

（
同
法
第
五
条
）
、
普
通
帰
化
の
要
件
を
緩
和
し
た
簡
易
帰
化

（
同
法
第
六
条
＼
第
八
条
）
及
び
普
通
帰
化
の
要
件
を
免
除
し
た
大
帰
化

（同

法
第
九
条
）
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
基
本
的
な
帰
化
形
態
で
あ
る
普
通
帰
化
に
つ
い
て
は
、
次
の
①
か
ら
⑥
を
許
可
要
件
と
し
て
定

め
て
お
り
（
同
法
第
五
条
）
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
米
国
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
特
色
が
浮
か
び
上
が
る
。

こ
れ
は
、

日
本
社
会
へ
の
同
化
を
求
め
る
た
め
の
要
件
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
米
国
に
お
け
る
帰
化
の

一
般
的
申
請
要
件
と
し
て
の

五
年
間
の
連
続
居
住
要
件
と
同
様
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
日
本
の
場
合
に
は
「
住
所
」
を
要
件
と
し
て
い
る
の
に
対
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す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

⑤
 

る
。

③

素

行
が
善
良
で
あ
る
こ
と
。

②
 

し
、
米
国
の
場
合
に
は
「
連
続
居
住
」
を
要
件
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
ち
の
半
分
以
上
は
実
際
に
米
国
内
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と

（
物
理
的
滞
在
）
を
要
件
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
期
間
の
始
期
を
永
住
許
可
を
受
け
て
か
ら
に
限
定
し
て
、
よ
り
現
実
的
な
同
化
を
求
め

て
い
る
。

(88
)
 

十
八
歳
以
上
で
本
国
法
に
よ
っ
て
行
為
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

日
本
の
場
合
に
は
、
行
為
能
力
の
存
在
が
帰
化
の
許
可
要
件
と
さ
れ
、
本
人
が
十
五
歳
未
満
の
と
き
は
法
定
代
理
人
が
代
わ

っ
て
帰
化

の
許
可
申
請
が
で
き
る
（
国
籍
法
第
十
八
条
）
。
こ
れ
に
対
し
、
米
国
の
場
合
に
は
、
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
申
請
要
件
と
さ
れ
、
申

請
者
本
人
が
十
八
歳
に
な
ら
な
け
れ
ば
帰
化
申
請
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
素
行
要
件
に
つ
い
て
は
、
米
国
で
も
、
良
き
道
徳
性

(
G
M
o
)
と
し
て
申
請
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

5
 (
1
)
（ア）

⑥
で
述
べ
た
よ
う
に
、
米
国
の
場
合
に
は
、
良
き
道
徳
性
の
具
体
的
な
判
断
基
準
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

④

自
己
又
は
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
の
資
産
又
は
技
能
に
よ
っ
て
生
計
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

米
国
の
場
合
に
は
生
計
要
件
が
帰
化
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ビ
ザ
発
給
の
段
階
で
職
業
能
力
等
を
厳
し
く
審
査
し
、

さ
ら
に
帰
化
を
申
請
す
る
た
め
に
は
、
永
住
許
可
を
受
け
て
か
ら
五
年
間
と
い
う
居
住
要
件
を
課
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

国
籍
を
有
せ
ず
、
又
は
日
本
の
国
籍
の
取
得
に
よ
っ
て
そ
の
国
籍
を
失
う
べ
き
こ
と
。

こ
れ
は
二
重
国
籍
を
禁
止
す
る
規
定
だ
が
、
米
国
の
移
民
国
籍
法
で
は
、

二
重
国
籍
を
禁
止
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。

し
た
が

っ

(89) 

て
、
米
国
で
は
、
二
重
国
籍
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
帰
化
の
た
め
の
宣
誓
の
内
容
に
、
外
国
へ
の
忠
誠
を
放
棄
・
撤
回
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い
し

一
代
限
り
で

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
企
て
、
若
し
く

は
主
張
し
、
又
は
こ
れ
を
企
て
、
若
し
く
は
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
加
入
し
た
こ
と
が
な
い
こ

米
国
で
も
憲
法
遵
守
が
帰
化
の
一
般
的
申
請
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
憲
法
秩
序
を
守
る
た
め
、
反
政
府
組
織
や
共
産
党
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
帰
化
の
消
極
要
件
と
し
て
詳
細
か
つ
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
米
国
の
帰
化
制
度
と
比
較
す
る
と
、

第

一
に、

日
本
の
帰
化
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
問
題
が
明
ら
か
と
な
る
。

日
本
の
帰
化
制
度
は
、
そ
の
要
件
が
極
め
て
抽
象
的
で
、
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
。
法
務
省
の

H
P
を
見
て
も
、
帰
化
に
つ

い
て
は
、
帰
化
許
可
申
請
の
様
式
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

管
理
に
関
し
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
た
り
、
同
省
の

H
P
上
で
具
体
的
な
改
正
内
容
を
説
明
し
た
り
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
英

語
、
中
国
語
、
韓
国
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
の
翻
訳
版
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
外
国
人
を
一
時
的
な

（永
住
許
可
）
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
積
極
的
だ
が
、

日
本
に
入
国
す
る
外
国
人
を
対
象
と
す
る
出
入
国

日
本
人
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

（帰
化
）
に
は
、
極
め
て
消

極
的
で
あ
る
と
い
う
日
本
政
府
の
外
国
人
受
入
に
対
す
る
姿
勢
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
帰
化
の
実
績
を
み
て
も
、

二
0
一
八
年
度
の

帰
化
許
可
者
は
九
、
九
四
二
人
と
な
っ
て
お
り
、
米
国
の
帰
化
者
数
の
二
％
に
も
満
た
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
血
統
主
義
を
基
本
と
す

(90) 

る
日
本
の
国
籍
要
件
の
あ
り
方
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
一
に
、
第
一
の
点
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
が
、
帰
化
に
は
、
法
務
大
臣
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
由
裁
量
行
為
と
解
さ
れ

(91) 

て
い
る
。
米
国
の
場
合
に
は
、
移
民
局
の
厳
し
い
審
査
は
あ
る
も
の
の
、
帰
化
要
件
が
詳
細
に
法
定
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
帰
化

⑥
 イ

）
日
本
の
帰
化
制
度
の
問
題
と
課
題

と
。
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て
い
る
。

可
を
訴
訟
で
争
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
な
る
。

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
移
民
不
服
審
査
委
員
会
へ
の
不
服
申
立
て
、
さ
ら
に
は
訴
訟
が
容
易
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本

の
場
合
に
は
、
帰
化
の
許
可
要
件
が
極
め
て
抽
象
的
で
、
許
可
が
法
務
大
臣
の
大
幅
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
不
許

第
一＿一に、

日
本
の
帰
化
制
度
で
は
、
当
事
者
の
宣
誓
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
当
事
者
の
意
思
が
法
的
に
評
価
さ
れ
る
の
は
、

二
重

国
籍
の
場
合
に
、
日
本
の
国
籍
を
選
択
し
、
か
つ
、
外
国
の
国
籍
を
放
棄
す
る
選
択
の
宣
言
（
国
籍
法
第
十
四
条
第
二
項
）
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
米
国
で
は
、
英
語
力
と
米
国
の
社
会
的
、
政
治
的
な
基
礎
知
識
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
国
家
へ
の
忠
誠
の
誓
い
が
帰
化
要

(92
)
 

件
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化
」
と
「
市
民
憲
章
」
に
署
名
す
る
こ
と
が
帰
化
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
米
仏

両
国
と
も
に
、
そ
の
国
の
国
民
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
知
識
・
能
力
と
帰
化
の
意
思
を
法
的
に
位
置
づ
け
、
評
価
し
て
い
る
点
が
共
通
し

以
上
の
問
題
点
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
帰
化
制
度
の
課
題
に
つ
な
が
る
。
人
口
減
少
が
現
実
の
も
の
と
な
る
中
で
、
政
府
は
、
技
能
実

習
制
度
の
拡
充
や
特
定
技
能
制
度
の
創
設
に
よ
る
外
国
人
受
入
政
策
の
拡
充
を
図
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
特
定
技
能
二
号
を

除
け
ば
、
原
則
と
し
て
有
期
で
、
か
つ
、
家
族
の
帯
同
を
認
め
な
い
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
外
国
人
を
労
働
力
と
し
て

(93
)
 

し
か
み
よ
う
と
し
な
い
政
府
の
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
に
帰
化
す
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
選
択
の
問
題
だ
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な

者
で
あ
れ
ば
日
本
人
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
か
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
、
ま
ず
は
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
掃
化
制
度
の
あ
り
方

と
し
て
、
帰
化
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
知
識
・
能
力
や
帰
化
の
意
思
を
評
価
す
る
法
的
仕
組
み
を
導
入
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
婚
、
さ
ら
に
妊
娠
母
（
代
理
班
）

さ
ら
に
、
帰
化
に
限
定
さ
れ
な
い
課
題
と
し
て
、
新
た
な
社
会
的
変
化
へ
の
対
応
が
あ
る
。
米
国
で
は
、
帰
化
に
際
し
て
の
同
性
婚
や

の
取
扱
い
方
針
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
に
は
、
婚
姻
は
男
女

間
を
前
提
に
し
て
お
り
（
日
本
国
憲
法
第
二
十
四
条
第
一
項
）
、

一
部
の
自
治
体
で
は
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
を
公
的
に
証
明
す
る
と
こ
ろ
も
出
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注
に
広
が
り
、

追
記

(94
)

（

95
)
 

て
き
て
い
る
も
の
の
、
法
律
上
、
同
性
婚
は
「
婚
姻
」
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
生
殖
補
助
医
療
に
つ
い
て
も
法
的
取
組
み
は

進
ん
で
お
ら
ず
、
夫
婦
の
精
子
と
卵
子
を
用
い
て
米
国
で
別
の
女
性
が
妊
娠

・
出
産
し
た
子
に
つ
い
て
、

「
そ
の
子
を
懐
胎
、
出
産
し
て
い

(96
)
 

な
い
女
性
と
の
間
に
は
：
・
:
．
母
子
関
係
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
判
例
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
例
は
、
血
統
主

義
を
基
本
と
す
る
日
本
の
国
籍
概
念
に
つ
い
て
、
血
統
（
遺
伝
的
要
素
）
だ
け
で
な
く
、
生
物
的
親
で
あ
る
と
い
う
生
物
的
要
素
を
付
加

し
た
こ
と
に
な
る
。
不
妊
に
悩
む
女
性
が
増
え
る
中
で
、
生
殖
補
助
医
療
技
術
も
急
速
に
進
歩
し
て
お
り
、
こ
の
判
決
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
こ

の
よ
う
な
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

「立
法
に
よ
る
速
や
か
な
対
応
が
強
く
望
ま
れ
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
脱
稿
後
の

二
0
二
0
年
五
月
、
米
国
ミ
ネ
ソ
タ
州
で
、
黒
人
男
性
が
偽
二

0
ド
ル
札
使
用
の
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
る
際
に
白
人
の
警

察
官
に
膝
で
首
を
圧
迫
さ
れ
て
死
亡
す
る
事
件
が
起
き
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
人
種
差
別
に
抗
議
す
る
デ
モ
が
全
米
、
さ
ら
に
は
全
世
界

コ
ロ
ン
ブ
ス
や
南
軍
の
リ
ー
将
軍
な
ど
人
種
差
別
主
義
者
と
み
な
さ
れ
た
歴
史
上
の
人
物
像
の
破
壊
や
撤
去
も
起
き
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
行
動
は
、
黒
人
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
法
的
な
平
等
は
保
障
さ
れ
て
も
、
社
会
的
差
別
は
厳
然
と
存
在
す
る
社
会
の

あ
り
方
に
抗
議
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て、

ア
メ
リ
カ
社
会
が
、
ゴ
ー
ド
ン
の
言
う
受
容
態
度
や
受
容
行
動
の
同
化
、
ま
し
て

市
民
的
同
化
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
実
態
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
今
回
の
一
連
の
抗
議
行
動
が
、

警
察
力
行
使
の
あ
り
方
な
ど
体

制
の
一
部
見
直
し
に
止
ま
る
の
か
、
ア
ン
グ
ロ
準
拠
主
義
自
体
を
問
い
直
す
こ
と
に
ま
で
行
き
着
く
の
か
を
注
視
し
た
い
。

(l
)
江
口
隆
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
化
主

義
の
意
義
ー

国
家
統
合
原
理
と
し
て
の
共
和
国
的
価
値
と
そ
の
限
界
—
'
」
神
奈

川
法
学
第
5
0巻
第
1

号
（
二
〇
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(88)
成
人
年
齢
を
引
き
下
げ
る
二

0
一
八
年
の
民
法
改
正
（
平
成
30
年
法
律
第
59
号
）
に
よ
り
、
二

0
二
ニ
年
四
月
か
ら
二
十
歳
が
十
八
歳
に
改
め
ら
れ
る
。

(89)
在
日
米
国
大
使
館
・
領
事
館
H
P
「
二
重
国
籍
」
参
照
。
h
t
t
p
s
:/＼
jp
.u
s
e
m
b
a
s
s
y
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o
v
¥
j
a¥
u's,citizen,services
,ja
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e
n
s
h
i
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s
e
r
v
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s
,ja
¥
d
u
a
l,

nationality,ja
¥

（2
0
2
0
.

4
.
6

ア
ク
セ
ス
）
．

(90)
江
ロ
・
前
掲
注

(
3
)
4
6
|
4
7
頁
参
照
。

(91
)
江
川
英
文
、
山
田
錬
一
、
早
田
芳
朗

マ逐
条
註
解
国
籍
法
〔
第
三
版
〕
J

(
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）

70
頁
。
判
例
は
、
旧
出
入
国
管
理
令
に
基
づ
く
在

留
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
す
ら
、
法
務
大
臣
の
広
範
な
裁
量
権
を
認
め
て
い
る
（
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
和
53
年
10
月
4
日
、
民
集
第

32
巻
7
号
―
二
二
三
頁
）
。

(92
)
江
ロ
・
前
掲
注

(1
)
10
1
1
2
頁
及
び

1
7
|
1
8
頁
。

(93)
江
口
隆
裕
「
歪
ん
だ
移
民
大
国
ニ
ッ
ポ
ン
」
週
刊
社
会
保
障
油
二
九
八
六
（
二

0
一
八
年）

2
6
1
2
7
頁
。

(94)
例
え
ば
、
東
京
都
渋
谷
区
で
は
、

二
0
一
五
年
十
一
月
か
ら
、
渋
谷
区
男
女
平
等
及
び
多
様
性
を
尊
重
す
る
社
会
を
推
進
す
る
条
例
に
基
づ
き
同
性
の
カ

ッ
プ
ル
に

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明
書
」
を
交
付
し
て
い
る
。

(95)
同
性
の
カ

ッ
プ
ル
に
つ
い
て
、
内
縁
関
係
に
準
じ
た
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
を
認
め
た
下
級
審
判
例
が
あ
る
（
宇
都
宮
地
真
岡
支
部
判
決
令
和
元
年
9

月
18
日
、
最
高
裁
判
所
裁
判
例
検
索

(
20
2
0
.

4
.

9

ア
ク
セ
ス
））。

(96)
こ
れ
は
、
日
本
人
の
夫
婦
が
米
国
ネ
バ
ダ
州
に
住
む
夫
婦
と
の
間
で
「
代
理
出
産
契
約
」
を
結
び
、
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
、
日
本
で
出
生
届

を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
品
川
区
長
が
出
生
届
を
受
理
し
な
か

っ
た
の
で
、
当
該
夫
婦
が
出
生
届
の
受
理
を
命
じ
る
こ
と
を
求
め
る
申
立
を
し
た
と
い
う
事
案

で
あ
る
。
ネ
バ
ダ
州
裁
判
所
は
日
本
人
夫
婦
が
子
の
「
血
縁
上
及
び
法
律
上
の
実
父
母
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
「
民
法
が
実
親

子
関
係
を
認
め
て
い
な
い
者
の
間
に
そ
の
成
立
を
認
め
る
内
容
の
外
国
裁
判
所
の
裁
判
は
、
我
が
国
の
法
秩
序
の
基
本
原
則
な
い
し
基
本
理
念
と
相
い
れ

な
い
も
の
で
あ
り
、
民
訴
法
百
十
八
条
三
号
に
い
う
公
の
秩
序
に
反
す
る
」
と
し
て
、

実
親
子
関
係
の
存
在
を
否
定
し
た
（
最
二
小
決
定
平
成
十
九
年
三
月

二
十
三
日
、
民
集
六
一
巻
二
号
六
一
九
頁
）
。
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